
 

 

 

 

島根原子力発電所２号機に係る住民説明会等の開催状況 

及び出雲市広域避難計画について 

 

 島根原子力発電所２号機に係る住民説明会等の開催状況及び出雲市広域避難計画について 

下記のとおり報告します。 

 

記 

１．住民説明会について              資料１－１・１－２ 

（１）令和３年１０月２４日（日）１３：００～１６：００ 出雲市民会館 

   主催：島根県、出雲市 

 説明者 説明内容 

① 原子力規制庁 島根原子力発電所２号炉に関する審査の概要 

② 内閣府 島根地域における原子力防災の取組と国の支援体制に

ついて 

③ 資源エネルギー庁 国のエネルギー政策について 

④ 中国電力㈱ 島根原子力発電所の安全対策、必要性について 

 

（２）令和３年１１月１８日（木）１９：００～２０：４５ ビッグハート出雲 

   令和３年１１月２０日（土）１０：００～１１：４５ 平田文化館 

   主催：出雲市 

 説明者 説明内容 

① 中国電力㈱ 島根原子力発電所の概要および必要性について 

② 出雲市 出雲市の原子力防災の取組について 

 

２．出雲市原子力安全顧問会議について             資料２ 

令和３年１１月１日（月）１８：００～２０：３０ 出雲市役所 

 説明者 説明内容 

① 資源エネルギー庁 国のエネルギー政策について 

② 中国電力㈱ 島根原子力発電所の概要および必要性について 

③ 内閣府 島根地域における原子力防災の取組について 

④ 出雲市 ・島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・

３市長会議について 

・原子力災害に備えた出雲市広域避難計画の改定について 

 

全 員 協 議 会 資 料 

令和３年(2021)１１月３０日 

防 災 安 全 部 防 災 安 全 課 

報告 防２ 

1



 

３．出雲市原子力発電所環境安全対策協議会について       資料３ 

令和３年１１月５日（金）１０：００～１２：００ ラピタウェディングパレス 

 説明者 説明内容 

① 資源エネルギー庁 国のエネルギー政策について 

② 中国電力㈱ 島根原子力発電所の概要および必要性について 

③ 出雲市 ・中国電力株式会社との安全協定に関する取組について 

・島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・

３市長会議について 

・原子力災害に備えた出雲市広域避難計画の改定について 

 

 

４．第２回島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議について 

資料４ 

令和３年１１月９日（火）１６：００～１７：００ サンラポーむらくも 

出 席 者：県知事、出雲市長、安来市長、雲南市長 

  議事内容：①安全対策協議会、住民説明会等における意見の報告について 

       ②県から国への確認・要望事項について 

 

 

５．原子力防災に備えた出雲市広域避難計画について   資料５ 
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１．（１）住民説明会（島根県・出雲市主催）について      資料１－１ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

① 【原発の必要性】 
原子力発電所を動かしてはいけないとい

う立場で、動かすのをやめて、どうするかを
考えるべきである。 
国は、原子力発電所をどうしても動かさな

ければいけないと言うが、ドイツはやめると
言っている。それをどう思うか。 

（資源エネルギー庁） 
国によって、エネルギー政策の考え方、置

かれている事情が異なるため、一概には言え
ない。 
ドイツは、原子力発電をやめる、縮小する

方針であるが、世界に目を転じると、米国、
フランス、英国、中国、ロシア、インドなど、
原子力発電を活用する方針を掲げる国が多
くあるのも事実である。 
日本は、Ｓプラス３Ｅという考え方に軸足

を置いている。日本は資源の乏しい国であ

り、安定かつ安価で、そして気候変動問題へ
の対応も考えれば、原子力発電は欠かすこと
ができない電源と考えている。 
また、多層的な供給構造、様々な電源を確

保し、使用することが大事であると考えてい
る。 

② 【原発の必要性】 
説明会に参加して、とても不安になった。

自分が住んでいるところは、ほとんどが高齢
者である。避難やヨウ素剤配布について文書

はくるが、実際の行動をしたことがない。自
身の認識不足を反省する必要もあるが、県民
はどのように考えているのか。 
こんなにリスクがあるのに、原発は本当に

必要なのか。子どもたちにどう説明して、こ
れから暮らしていくのか。今、原発を動かさ
ずに生活できているのに、動かさないといけ
ない理由をお聞きしたい。 

（内閣府） 
原子力災害時には、放射線量率が高くなっ

た区域だけ避難、あるいは一時移転していた
だくこととしており、ＵＰＺ内の全ての方が

避難されるケースはあまり想定していない。 
一時移転の対象区域が特定できた時点で、

一時集結所あるいは避難退域時検査場所に
安定ヨウ素剤を置いておき、必要な説明を受
けたうえで、避難者に服用いただくことを想
定している。 
避難計画の住民理解が不足しているとの

ご指摘であるが、今回の計画は原子力防災協
議会の枠組みで、各自治体と一体になってま
とめたものである。県や市のホームページ等
へのアクセス、県や市が行う説明会、防災訓

練等への参加、あるいは県や市が配布してい
るガイドブックやパンフレット等を通じて
更なる理解促進に努めていく。 

③ 【原発のコスト】 
経済産業省が今夏公表した 2030 年時点の

発電コスト試算において原発と太陽光が比
較されているが、朝日新聞は原子力発電が安
いとは言えなくなっていると断定している。
政府のコスト試算は、放射性廃棄物の処分費
やテロ対策費などにおいて、推計が十分では
ないのではないかと書いてあった。 

また、原子力発電を続ければ、電気料金は
高止まりすると書かれていたが、その辺りは

（資源エネルギー庁） 
原子力発電については様々なコストを含

んでいる。新規制基準対応での安全対策費、
使用済燃料の再処理の核燃料サイクル費用、
そして最終処分費や事故リスクの費用も含
めての試算である。 
事業用太陽光のコストは、原子力発電より

若干低い値になっており、その点について新

聞報道があったと認識している。 
一方で、再生可能エネルギーは、自然変動
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１．（１）住民説明会（島根県・出雲市主催）について      資料１－１ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

どうなのか。 があることから、バックアップのコストを踏
まえると、コストはもう少し高くなるとの、
委員（第８回発電コスト検証ＷＧにおける委
員）の指摘もあったところである。 
原子力が低廉な電源であることは、コスト

試算のグラフからも言えると考えている。 

④ 【再生可能エネルギー】 
日本は、地震列島、火山列島であるため、

地熱発電を増やした方が良い。数十万や数百
万キロワットではなく、地域ごとに数万キロ

ワット単位の地熱発電所を設置して、その地
域でエネルギーを賄ってはどうか。雇用も生
まれ、また安全保障的には良いと思う。もう
少し地熱発電のシェアを増やす検討をして
はどうか。 

（資源エネルギー庁） 
地熱発電については、地域での共生や、経

済性の課題もあるが、地熱発電も含め、再生
可能エネルギーの最大限の導入を図ってい

く方針である。 
地熱の導入拡大に向け、自然公園法などの

規制の見直しも視野に進めていくべきでは
ないかと考えている。 

⑤ 【原発立地地域等の住民負担】 
2050 年にカーボンニュートラルを実現す

るために、産業界、消費者、政府など国民各
層が総力を挙げた取組が必要と書かれてい
る。そのとおりだと思うが、そのために様々
な負担をしなければならない場合、電気代で

あれば、国民が平等に負担することになる
が、原発は、立地自治体や、廃棄物を処理す
る場所の住民が危険を負担しなければなら
なくなる。そこは不平等だと思わないのか。 

（資源エネルギー庁） 
原発の立地にしても、最終処分にしても、

核燃料サイクルにしても、それは特定の地点
がゆえに、全国的に平準化されている問題で
はないのではないか、というご指摘と受け止
めた。 

原子力政策の推進にあたっては、地域の理
解を得ながら進めていく方針であり、一つ一
つ丁寧に説明し、１人でも多くの地域住民に
理解をいただきながら進めていきたいと考
えている。 

⑥ 【高レベル放射性廃棄物】 
高レベル放射性廃棄物は、３５万トン蓄積

されていると聞いている。また、国内では各
原子力発電所や六ヶ所村で保存が予定され
ているようだが、その保存容量が既に８０％
を超えているとも聞いている。こうした状況

の中で、今後も長期スパンで廃棄物を出し続
けて良いか。 
また、高レベル廃棄物の地下埋設に対する

自治体の反応はかなり厳しいものがあると
思う。 
地震大国の日本は、原発ではなく、再生可

能エネルギーに早く転換することが大事で
はないか。 

（資源エネルギー庁） 
原子力の活用過程では、使用済燃料が生じ

る。また、貯蔵容量の８割に達しているのは
事実である。 
使用済燃料は、核燃料サイクルという形で

再処理を進める方針である。その中核施設に

ついて規制委員会の許可が出たことは、大き
な前進と考えている。引き続き安全を最優先
に取り組んでもらいたい。 
そして、その過程において、高レベル廃棄

物が生じる。これは、地層処分の方針だが、
現在、全国の様々な自治体と対話活動を進め
ており、北海道の２自治体で文献調査が開始
するという進捗も見られている。 
社会全体でしっかり解決していくべき重

要な問題と考えており、地域の意見を大事に
しながら、一歩一歩取組を進めていきたい。 

原子力発電所については、原子力規制委員
会の許可が出た場合、その判断を尊重し、再
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１．（１）住民説明会（島根県・出雲市主催）について      資料１－１ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

稼働を進めていく方針である。再生可能エネ
ルギーについても、最大限の導入に取り組む
こととしており、今回その比率を大きく引き
上げている。 

⑦ 【安全対策（自然災害）】 
複数の火山が同時に噴火した場合、火山灰

の量の計算は、不可能ではないか。 

（原子力規制庁） 
審査では、複数の火山が同時に噴火し、同

時に火山灰が来ることは考慮していない。か
なり大規模な噴火を想定しており、それが複
数箇所で同時に起こるということは考えな
くて良いとの判断のもと、三瓶山単独での噴

火を考えた降灰を設定している。 

⑧ 【安全対策（自然災害）】 
原子力規制委員会に問い合わせ、新規制基

準で原発の安全性は担保できるかと聞いた
ら、担保できないと言われた。 

また、宍道断層が起こす地震は、マグニチ
ュードいくらと設定しているか。 

（原子力規制庁） 
事故が絶対に起きないということを担保

しているものではない。どんなに対策を講じ
ても、リスクは残る。残っているリスクをで

きるだけ小さくする努力を続けるというこ
とが大事だと考えている。 
宍道断層が起こす地震は、マグニチュード

７．５を想定している。 

⑨ 【安全対策（自然災害）】 

「宍道断層」と「Ｆ−Ⅲ断層＋F−Ⅳ断層＋
F−Ⅴ断層（海域の断層）」が起こす地震が同
時に起こる可能性はあるか。 

（原子力規制庁） 

宍道断層と海域の断層は、それぞれ別の断
層であり、同時に地震を起こすような断層で
はないと判断している。それぞれが単独で動
いた時の地震動という形で評価している。 

⑩ 【安全対策（自然災害）】 
活断層については、１号機の申請時に中国

電力は０で出している。その後８km、そして
２２km、今度は３９km を示された。島根原
発稼働時から関心を持って見ているが、これ
までの経過に異論がある。 

（原子力規制庁） 
今までの審査では、事業者が調査して、こ

こには断層がないと言ってきたものについ
て、断層があるという物証があるのかどうな
のかということで判断してきた。 
しかし、今回は、本当に断層がない、その

先も含めて断層がないという物証をきちん
と出してもらう形で審査し、東西の端部を決
定している。宍道断層がこれ以上の長さに伸
びることはないと考えている。 

⑪ 【安全対策（テロ対策）】 
新規制基準では、テロや航空機の衝突への

対応が新設されているが、テロ対策は本当に
大丈夫か。ロケットへの対策は記載されてい
ないが、心配する必要はないのか。我が国の
防衛力で十分に対応可能という考えか、ある
いは、今後、ロケットへの対応について記載

されるのか。 

（原子力規制庁） 
新規制基準では、大型航空機の衝突その他

のテロリズムが発生した場合に活動するた
めの手順書、設備の整備などを要求してい
る。 
ミサイル攻撃については、国家間の紛争・

戦争になるため、今回審査した設置変更許

可、それから原子力規制によって対応するこ
とになっていない。武力攻撃事態について
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１．（１）住民説明会（島根県・出雲市主催）について      資料１－１ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

は、武力攻撃対処法、国民保護法に基づく枠
組みで対応することになる。 

⑫ 【安全対策（重大事故対策）】 
福島第一原発事故の際に、豚の鼻と呼ばれ

ているところから、運転員が中の圧力を抜く
処置をしたが、事前確認をしていなかったた
め、実際にそこから排出されたのか運転員に
わからなかったという記事を読んだ。 
事故が起きた時に、実際どうなるのか、シ

ミュレーションされているか。 

（原子力規制庁） 
新規制基準では、重大事故時の対策として

体制の整備、要員に対する訓練の実施等を求
めており、事故が起こった時に、どういう状
況が発生するのか、対策準備している設備が
動いた状況ではどういうことが確認できる
のかについて、しっかり訓練しているという
ことを確認している。福島第一原発事故のよ

うな状況にはならないことを確認している。 

⑬ 【安全対策（重大事故対策）】 
ミサイルは管轄外とのことだが、大型航空

機の衝突は、ミサイルに相当するのではない
か。 

大型航空機が原子炉建屋に衝突しても壊
れないのか。それに対する安全対策等につい
ての説明がなかった。 

（原子力規制庁） 
大型航空機が衝突した際に、角度や衝突の

仕方にもよるが、原子炉建物が絶対壊れない
とは言えない。 

ミサイルについては、どの程度の被害があ
るのか全く想定ができない。仮に、ミサイル
が飛んできた場合、大型航空機の衝突やテロ
のために用意したもので使えるものがあれ
ば、その中で対応することになる。 

⑭ 【安全対策（重大事故対策）】 
想定外の津波や地震が発生した場合に、原

発周辺で人が住めなくなる、あるいは周辺の
住民が被ばくするという可能性はあるか。 

（原子力規制庁） 
現在有している知見の中で想定外がない

ように努力し、審査の中で反映できたと思っ
ている。 
ただし、科学的に全てが判明していること

はあり得ず、想定している以外のことが抜け
ていることもあり得る。想定外があることを
前提に、規制の高度化を図っていかなければ
ならない。もし重大な事故を起こすような想
定外が発見されれば、規制に取り入れていき
たいと思っている。 
福島第一原発のような事故を起こす可能

性は、かなり低いレベルで押さえ込めている
と思っているが、事故が起こらないとは言え
ない。 

⑮ 【ＵＰＺの設定】 
原子力災害対策重点区域は、同心円状で記

載されるが３０km できれいに分かれるもの
ではない。福島の原発事故でも（放射性物質
が）東京まで飛んできている。そのため、同
心円状で記載された資料を見るたびに違和
感がある。 

また、小売り店舗等に、放射線測定器を置
いて欲しい。 

（内閣府） 
一連の資料については、あくまでも緊急時

モニタリングの実施体制である。まず、一時
移転等を含めた判断に利用するため緊急時
モニタリングを実施するが、このモニタリン
グ地点以外でも測定を行い、その広がりにつ
いても対応する。 

放射線測定器を様々なところに配備する
べきとの意見については、緊急時モニタリン
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１．（１）住民説明会（島根県・出雲市主催）について      資料１－１ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

グの結果を踏まえて、臨機応変に測定に出向
く形で対応していきたい。 

⑯ 【緊急時活動レベル】 
いきなり全面緊急事態となり、避難になる

ことがあるか。警戒事態や施設敷地緊急事態
を飛ばして、今からすぐ逃げてくださいとい
う状況になることがあるか。 

（内閣府） 
原子力事業者から原子力事故の一報が入

ると警戒事態に入る。その後、原子力発電所
の状況に応じて、施設敷地緊急事態、全面緊
急事態と進展することを想定している。 
これらが同時に起こることはないが、事態

の進展が非常に短い期間で起きる可能性は
否定できない。全面緊急事態になれば、首相

が非常事態宣言を発することになるが、これ
を非常に短いタイミングで行うケースも否
定はできない。 

⑰ 【新型コロナウイルス感染症対策】 
コロナ禍においては、人と人との距離を確

保する必要があり、これまでより避難所収容
人数が少なくなると思う。現在の避難所で充
足しているのか。 

（内閣府） 
緊急時対応の検討にあたっては、原子力災

害時に必要となる避難先が十分確保されて
いることがベースになっている。 
現在、確保されている避難先は、一定の余

裕が見込まれると考えており、この余裕を持
って感染症対策に必要な避難先に充てる予
定である。 

また、感染症対策により必要となる避難先
については、感染症発生状況と原子力災害の
リスクを両立させての対応となるため、自治
体と調整しながら、その時々の状況で判断し
ていく。 
なお、感染症流行下における避難所につい

ては、内閣府の参考資料や県のガイドライン
等を踏まえながら、臨機応変に対応する。 

⑱ 【放射性物質の放出の想定】 
出雲市は原発に近く大変心配している。風

向き一つで放射能がどちらに飛ぶのかわか

らない。万が一、事故が起こった場合の想定
はどうなっているのか。 
島根だけではなく、鳥取、山口、広島と広

範囲に放射能が広がっていくのではないか。 

（内閣府） 
福島の原発事故の反省に立ち、緊急時モニ

タリングのためのモニタリングポストを

175箇所設置している。 
風向きによっては、放出された放射性物質

（プルーム）が通過する可能性がある。自家
用車で避難されることもあると思うが、外に
いるとかえって被ばくするリスクがある。こ
れを防ぐため、屋内退避を行う。密閉性を高
めた建物内へ退避することで、放射線が一定
程度遮へいされる。また、放射性物質の体内
への吸入が低減される。 
放射性物質は飛んでいった先で、雨等で沈

着する可能性があるが、こちらもモニタリン

グを行い、必要と判断された場合に一時移転
を実施することになる。 
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１．（１）住民説明会（島根県・出雲市主催）について      資料１－１ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

⑲ 【放射性物質の測定】 
まだ、原子力緊急事態宣言は解除されてい

ない。放射性物質を含んだ食品等が流通して
いる。各店舗で、顧客自身が放射線を測定で
きるように、放射線測定器を顧客の数だけ置
いて欲しい。自分で放射線を測ったうえで商
品を購入したい。日本全国そのようにしてい
ただきたい。 

（意見）※内閣府説明時の意見 

⑳ 【避難道路の整備】 
一時移転等に必要となるバス確保の説明

があったが、車両確保の前に道路が必要であ
る。松江市内でも、橋の耐震設計が全くでき
ていない。 
福島の原発事故の際、応急給水部隊が福島

原発から５５km 地点にいたにもかかわら
ず、日本水道協会の指示で新潟へ避難したと
いう新聞記事がある。 
３０km という距離は関係ない。まず、道

路が必要である。避難道路である国道 431
号は５０年経っても何もされていない。 
再稼働ありきの説明会、やったふりはやめ

ていただきたい。 

（内閣府） 
緊急時対応は、既存の道路で円滑な避難を

行う想定で作成している。 
原子力災害において、避難道路の確保は、

地域住民の安全安心のために重要だと認識
している。また、複合災害等も考慮し、早急
な道路啓開、復旧が必要だということについ
ては、同じ認識である。 
そのうえで、ハード対策については国土交

通省など関係省庁と丁寧に議論して進める
べきものと認識している。 
道路整備はできないが、内閣府では避難を

円滑化に行うための対応策、既存の道路であ

っても、住民が安全に円滑に避難できるよう
なソフト面での対策について、島根県・出雲
市とともに検討してきたところである。 

㉑ 【広域避難、避難時の補償】 
島根県の住民は県境を越えて広域避難す

ることになるが、受入先の自治体で避難者受
入マニュアルが未策定であるなど、受け入れ
側の対応ができていない。 
また、避難した場合の費用はどうなるの

か。実際に避難した場合の費用を具体的に検
証していただきたい。原賠法における中国電

力の最高補償額はいくらなのか、それで不足
する場合は国が援助することになっている
が、国はいくらまで援助できるのか。 

（内閣府） 
広域避難については、島根県が広域避難先

の受入マニュアルを作るためのガイドライ
ンを策定している。そのガイドラインに基づ
き、受入先となる県外の市町村に受入マニュ
アルの策定を進めていただいている。 
今年度中に未策定の市町村も整備予定で

ある。広島県、岡山県については、受入先と

なる市町村が西日本豪雨など一般防災への
対応をとりながら、原子力防災に係る広域避
難受け入れの検討を行わなければならない
状況にある。このため、策定に時間を要して
いる背景があることをご理解いただきたい。 
また、避難時の補償についてであるが、経

済産業省に、原子力災害支援チーム、フェー
ズⅡと呼んでいるチームがある。長期に避難
を余儀なくされた方のために対応する組織
であり、緊急時対応が始まれば、支援チーム
も入ってくる。一気通貫で対応する組織とし

て、内閣府と連携する仕組みができている。 
さらに、原子力災害の被害者救済等を目的
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１．（１）住民説明会（島根県・出雲市主催）について      資料１－１ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

として、原子力災害の賠償に関する法律と、
原子力損害賠償補償契約に関する法律とい
う２つの法律がある。仮に、避難が長期化し
た場合においても、きちんとしたスキームが
用意されている。 

㉒ 【行政職員の対応能力】 
モニタリングポストや線量計あるいは移

動線量計を扱う職員が非常に少ない気がし
ている。 
通常業務の中で、そういったものを充実さ

せていくためには、内閣府の強い指導や、そ
れを踏まえた第三者委員会あるいは専門家
の意見等を聞く必要があるのではないか。ま
た、今後行われる（原子力規制委員会の）審
査内容に含まれているか。 

（内閣府） 
（原子力規制委員会の）審査対象には、な

っていない。 
国では各市町村とともに原子力防災研修

を行っており、その中で資機材の利用に関す

る研修を行っている。 
原子力災害時には、こうした職員が松江市

にあるオフサイトセンターに急行し、災害対
応にあたることになっている。 

㉓ 【広域避難の住民理解】 
原子力災害が起きると思うと、本当に恐ろ

しいというのが正直な気持ちである。県民に
は、原発に対する危機意識がある。 
子どもたちの未来のためにも、地域住民の

十分な理解と安全に対する心配を十分に汲

んだうえで、再稼働の判断を行っていただく
よう切にお願いしたい。 

（意見）※内閣府説明時の意見 

㉔ 【再稼働判断時期】 
安全対策工事が終了していない段階で、地

元同意を求められる意味がわからない。 
福島第一原発の事故では、想定外であると

して、誰も責任を取っていない。福島第一原
発事故の想定は、説明のあった安全対策でク
リアできるかもしれないが、何が起こるかわ
からない。このため、再稼働を認めるとは言
いがたい。 

（原子力規制庁） 
今回は、設置変更許可が終わった段階であ

り、設計及び工事計画認可、保安規定変更認
可の審査を通ったうえで、検査が終了しなけ
れば、再稼働にはならない。 
できるだけ事故が起きないように、また事

故が起きたとしても、追加で整備した手段で
収束できるかということをシナリオごとに
確認している。 

また、それらの対策がすべて効果を発揮し
なかった場合でも、放射性物質の拡散を抑制
する対策を準備していくということである。 

㉕ 【再稼働判断時期】 
最終的に島根県知事等が再稼働判断を行

う時期はいつなのか。検査終了後に、本格的
な稼働なのかわからないが、いつなのか。 
今、決めなくてはならないのか。今、再稼

働を認めれば、今後、中国電力だけが再稼働
の準備を進めていくのか。 

（原子力規制庁） 
現在、審査が終了しているのは、設置変更

許可の部分だけである。今後、詳細設計と運
用の部分について書面上の審査していく。そ
れぞれ書面上で確認した後に検査を行うこ
とになるが、規制は今後も続いていく。 
基本設計、詳細設計、運用ルールを含めて、

施設や設備もそのとおりできていると確認
できるのは、検査の終了時点になる。 
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１．（１）住民説明会（島根県・出雲市主催）について      資料１－１ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

再稼働にあたり最低レベルの安全性が担
保できているということは確認をしており、
今回の設置変更許可でも基本設計方針とい
う部分で確認している。 
再稼働を進める立場である事業者と資源

エネルギー庁が、地元同意を要請しているこ
とは認識しているが、なぜ今の時期か、とい
うことについては関知していない。 
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１．（２）住民説明会（出雲市主催）について          資料１－２ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

① 【原発の必要性】 
原発は、安定的な発電が可能だと説明され

るが、１年に１回は必ず１か月以上の定期的
な点検が発生するため、その間は他の電源が
必要になる。また、燃料を安定的に調達でき
るという表現にも疑問がある。 

（中国電力㈱） 
原子力発電が安定的に大量の発電が可能

なベースロード電源と説明しているのは、昼
夜を問わず、一定の出力を使って、発電をす
ることが可能であるということである。 
ウラン燃料については、化石燃料と比べ、

採掘できる年数がより長いこと、また採掘場
所が、政治情勢が比較的安定をしている国に
あることから、安定的に調達ができる。 

② 【原発の必要性】 

電気代を２割値上げすれば原発はいらな
い。電力事業者と国が協議し、もっと前向き
に安全を優先していただきたい。また、高レ
ベル放射性廃棄物の問題もある。 
ドイツは、原発を廃止したが、日本も見習

うべきである。 

（中国電力㈱） 

電気は、社会生活、産業活動を進めていく
うえで重要なものであり、安価に供給するこ
とは重要なポイントである。また、安定供給
や温暖化対策を考慮すると、安全確保を前提
に原子力発電の必要性はあると考えている。 
高レベル放射性廃棄物の処分場について

は、適地を探す努力を行うとともに、理解活
動にしっかり取り組んでいきたい。 
エネルギー事情は国によって異なる。他国

と送電線が繋がっておらず、ＣＯ２対策で化
石燃料を使うことも困難な日本において、原

子力発電は一定の役割を果たすことができ
ると考えている。 

③ 【原発の必要性】 
個人的には、福島原発のことが忘れられな

い。住んでいるこの地域を離れなければいけ
ないということは考えられない。万が一のリ
スクに見合うだけのことがあるのか。 

（意見）※出雲市説明時の意見 

④ 【原発のコスト】 
原子力の発電コストは、他の発電方法とそ

んなに変わらないと言われるが、廃炉コスト

までを考えたときに、本当に経済的なのか。 

（中国電力㈱） 
発電コストの試算の中には、廃炉コストも

すべて含まれている。コストの試算は、様々

なエネルギー源を同じ条件で並べて比較す
るもので、大まかな考え方ではあるが、必要
なコストは全て盛り込んでいる。 

⑤ 【原発のコスト・人命の優先】 
原子力発電のコストには、復旧費用、賠償

費用は含まれていない。電力消費者や国の負
担で賄っている。また、最優先されるべきは
人命である。 

（中国電力㈱） 
原子力発電のコストには、計算上、復旧費

用や賠償費用が含まれている。東京電力は、
賠償費用を自らの企業活動の中で捻出する
ことになっており、また国の支援を受けてい
るが、最終的には、事故が起こったときの責
任は、全て事業者が負わなければならないと

思っている。 
人の命を大切にするという気持ちは同じ

である。何より事故を起こさない、そして万
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１．（２）住民説明会（出雲市主催）について          資料１－２ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

が一事故が発生した場合でも、その影響をで
きるだけ小さくするとともに、誠実に対応し
ていかなければならないと考えている。 

⑥ 【高レベル放射性廃棄物の最終処分】 
高レベル放射性廃棄物の最終処分場がな

いのに、原子力を使うのは常識では考えられ
ない。ベースロード電源で必要だとしても原
子力はやめるべきである。 

（中国電力㈱） 
高レベル放射性廃棄物の処分場について

は、国を挙げて検討してきたが、地層処分と
いう処分方法を決めるのに時間を要した経
緯もある。処分場がないのは事実だが、発生
した廃棄物を保管する場所がまだあり、発電
しながら、処分場を探していく考えである。 

⑦ 【高レベル放射性廃棄物の最終処分】 
高レベル放射性廃棄物は処分場が決まっ

ていないが、どう処理するのか。 

（中国電力㈱） 
最終処分場は、中国電力も発生者として理

解活動も含めて対応してまいりたい。廃棄物
の保管場所に若干の余裕があるため、この余
裕を生かしながら、並行して処分場の適地を

探し、原子力発電を進めていきたい。 

⑧ 【高レベル放射性廃棄物の最終処分】 
高レベル放射性廃棄物の処分地が決定し

てない状態で、再稼働することには疑問があ
る。保管場所はあると言われるが、このまま

処分地が決まらない場合、原発を止めること
ができるのか。 

（中国電力㈱） 
運転を継続しながら、発生する廃棄物は保

管場所に置き、そのうえで処分場を探してい
く。安全性の確保が最優先だが、環境特性、

安定供給を考えると、原子力発電所を動かす
メリットがあると考えている。 

⑨ 【安全対策】 
原子力発電所の設置時の公開ヒアリング

等では、幾重もの安全対策が強調されていた
が、福島では事故が起きた。同型の原子炉に
ついて、どのように説明をされるか。 

（中国電力㈱） 
原子力発電所の安全を確保していくうえ

で、幾重もの安全対策が放射性物質を外部に
出さないために重要な機能を持っているこ
とは、福島の事故以降も変わらない。しかし、

福島の事故を踏まえ、それでもなお事故が起
こりうる前提で安全対策をすることが必要
であると考えている。 

⑩ 【安全対策（テロ対策）】 

テロ対策について、サイバーテロへの対策
も考えられているのか。 

（中国電力㈱） 

島根原発においても、サイバーテロがある
ことを前提に、様々な対策を講じている。テ
ロ対策については、他の電力事業者とも情報
共有しながら取り組んでいる。 
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１．（２）住民説明会（出雲市主催）について          資料１－２ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

⑪ 【安全対策・責任の所在】 
外国からのミサイル攻撃や温暖化に伴う

気候変動など、不測の事態に対応できるの
か。 
全ての責任をとるのは中国電力だと考え

ている。本来は避難計画も全て中国電力が行
うべきである。 

（中国電力㈱） 
ミサイルは、国防の中で対処することとな

る。事業者としては、その情報を入手したら、
国と連携し、発電所を停止するとともに、そ
の時に使える設備を使い、影響を最小限に食
い止める。 
温暖化による気候変動については、様々な

自然災害を想定して、安全対策を行っている
が、新たな知見を取り入れながら改善してい
きたい。 

⑫ 【ＵＰＺの設定】 
３０kmという距離にどういう意味がある

のか。例えば、地形や、季節ごとの風向きな
どを取り入れて、シミュレーションを行い、
洪水時のハザードマップのような具体的な
データを出してもらえると、覚悟の仕方が違
ってくる気がする。 

（出雲市） 
 ３０km圏は、国際基準をもとに、国が設
定している。福島原発事故に匹敵する規模の
重大事故を想定したとしても、３０km圏外
については、万が一、緊急時モニタリングに
おいて一時移転等が必要になった場合でも、
実施するまでの十分な時間的余裕があるた
め、３０km圏まで計画を策定しておけば対
応できるとされている。 
様々なシミュレーションを行うことは可

能だと思うが、条件設定によってとるべき対

応が変わると思われるため、計画上は３０km
で線を引いていると理解している。 

⑬ 【環境への影響評価】 
県が作成するアトムの広場に、「環境への

影響は認められませんでした」と書いてある
が、それはなぜか。今、原子力発電所には何
が置いてあるのか。 

（中国電力㈱） 
 アトムの広場の記載については、発電所の
周辺に、発電所に保管してある放射性物質に
よる影響があるかどうかを測定した結果と
して、影響がないという評価をした、という
ことだと受けとめている。 

⑭ 【原発の立地場所】 
原子力発電所が、全国の人口の少ないとこ

ろにあるのはおかしい。 

（中国電力㈱） 
原子力発電所は、岩盤が強固で、大量の冷

却水を確保できる場所を適地として設置し

ている。 

⑮ 【避難の実効性、原発の必要性】 
バス避難の際の大量のバスの調達、乗車等

の対応はどうするのか。絶対にできない。は
っきり断言するが大変なことだと思う。福島
の被災者は、人生最悪だったと言っている。
そこまでして原発が必要なのか。本当に考え
直して欲しい。もっと住民の意見をしっかり
聞いていただきたい。 

（出雲市） 
放射性物質が放出された場合には、緊急時

モニタリングが行われ、避難等が必要な場所
の絞り込みが行われる。このため全地区が一
斉避難するかどうかは、その結果を受けての
判断となる。仮に、全地区が一斉に避難する
こととなった場合、避難者の約１割がバス避
難されると想定しており、県内のバス会社の
保有車両で不足する場合は、山陰両県を除く

中国地方のバス会社から調達することにな
っている。 
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１．（２）住民説明会（出雲市主催）について          資料１－２ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

原発に対しては様々な意見があり、いただ
いた意見も踏まえ、市として再稼働への意見
を考えていく。そのうえで、安全性を第一に、
再稼働の必要性、住民の避難対策を総合的に
考えて判断する必要があると思っている。 

⑯ 【避難計画の審査】 
新規制基準への適合性審査の中に、なぜ避

難計画がないのか。 

（中国電力㈱） 
避難計画が、国の審査対象となっていない

のは、法律の枠組みが違うという理由があ
る。避難計画は、災害対策の法律に基づくも
のである。ただし、原子力災害対策指針は原

子力規制委員会が取りまとめており、また避
難対策については、国も関与して、確認する
プロセスになっている。 

⑰ 【一時集結所】 
一時集結所は地区毎に決まっているが、隣

の地区の一時集結所に避難しても良いか。 

（出雲市） 
一時集結所は、避難等が必要となる地区に

開設するが、当該地区の方しか使用できない
ものではない。どの地区の一時集結所に行か
れても問題はない。観光客などの一時滞在者
も受け入れることになっている。 

⑱ 【避難先】 

県外避難先は広島県の瀬戸内側である。移
動に相当の時間がかかるが、もう少し近いと
ころ、例えば県内へ避難できないか。 

（出雲市） 

避難先は、島根県と中国５県、特に受け入
れていただく広島県等との協議を経て決め
られたものである。基本的には、発電所から
近い地域は影響が大きいことから、松江市は
県内避難、出雲市においても発電所に近い地
区は市内避難というように定められている。 
十分な余裕を持って受け入れることがで

きるよう、広島県内の自治体に要請してきた
経緯もあり、ご理解いただきたい。 

⑲ 【避難ルート（複合災害）】 

災害時には、地震による道路寸断等も十分
予想されるが、どのように避難すれば良い
か。 

（出雲市） 

避難ルートが使用できない場合に備え、代
替ルートを定めているが、そこも被災した場
合、道路管理者が道路啓開、復旧活動を実施
する。それでもなお避難が困難な場合は、自
衛隊などに支援要請を行い、確実に避難して
いただくこととしている。 

⑳ 【放射線測定器の配備場所】 
放射線測定器の配備場所は、市内で市役所

だけか。 

（出雲市） 
放射線測定器は、市役所の庁舎のほかに出

雲科学館に配備している。万が一、測定が必
要な状況が生じた場合、そこから持ち出すほ
か、県が配備している機器を用いることとし

ている。 
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１．（２）住民説明会（出雲市主催）について          資料１－２ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

㉑ 【電力事業者としての資質】 
中国電力では、送電線の点検をヘリコプタ

ーで行っており、以前に大変危険な思いをし
た。大変低いところを飛ぶが、そうした点検
を行うことを一般市民に公表していない。中
国電力に対して、改善を求めたが断られた。
費用がかかるから、安全は二の次と言われ
た。そのため、安全第一という言葉を信用で
きない。今後、原発を再稼働するのであれば、
第三者機関がしっかりと点検をするような
システムにしなければ、原発を任せることは

できない。 

（中国電力㈱） 
送電線の巡視のために、定期的にヘリコプ

ターでの巡視を行っているが、法令に基づ
き、安全規則等も確認をしながら実施してい
る。これまでの対応を改めて確認し、不備が
あれば、適正に処置をしてまいりたい。 
また、コストはかかるが、安全を優先しな

がら、安全対策をしていくという考えに変わ
りはない。 

㉒ 【電力事業者としての資質】 
中国電力は、原発の管理について安全が第

一と言っているが、中国電力の社員から、利
益優先で、安全は二の次だと聞いた。利益が
ないと事業を運営していけないのは当然だ
から、安全第一と言わないで欲しい。また、
機密文書の廃棄や点検漏れなどがあったが、
中国電力の姿勢に疑問を持っている。 

（中国電力㈱） 
我々は、安全が第一と考えている。 
企業体である以上、利益の確保は重要であ

るが、そのベースには安全性の確保があって
こそのものであると考えている。福島の事故
を目のあたりにした原子力発電に携わって
いる者として、コストではなく、まずは安全
を重視する姿勢で取組を進めてまいりたい。 
機密文書の廃棄については、改めて安全第

一の意識をしっかりと持ち、文書管理を含め
て、適切な管理を徹底し、事業を進めていく。 

㉓ 【電力事業者としての資質】 
不適切事案の発生は、企業体質の問題だと

思うが、どのように改善するのか。 

（中国電力㈱） 
企業体質の改善に向けては、原子力を扱っ

ていることを一人一人が自覚して仕事に向
き合うということが大事である。個人の業務
内容を確認して、できていないものがあれば
必要な支援・改善をしていく。そうした取組
を積み重ねながら、不祥事を起こさない体制
に変えていかなければならないと考えてい
る。 

㉔ 【電力事業者としての資質】 
中国電力の点検漏れについては、初歩的な

ものであり、あり得ない。社内の点検は信用
できないと言われても仕方がない。今後、そ
のようなことがないように、万が一起きた場
合は、会社を挙げて責任を取るぐらいの覚悟
を表明していただきたい。 

（中国電力㈱） 
不適切な取扱い、特に意図的な不正は、あ

ってはならないと思っている。再発防止対策
を確実に実施するということだけでなく、社
員一人一人の意識改革を行っていきたい。ゴ
ールはないと思っており、覚悟をもって取組
を進めてまいりたい。 

㉕ 【電力事業者としての資質】 
中国電力の取組や原子力発電の必要性は

理解したが、住民の命と暮らしを守ることが

第一でなければならない。中国電力の説明
は、電力設備を守るという視点が色濃く、住

（中国電力㈱） 
住民の命と暮らしが大前提という考えは、

全く同じである。原子力発電所の設備を守る

ための対策に力点を置いた説明になってい
たとすれば改めるが、設備を守ることが、地
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１．（２）住民説明会（出雲市主催）について          資料１－２ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

民の命と暮らしを守るという視点が薄いと
感じる。 

域を守ることに繋がるという気持ちで安全
対策をとっているのも事実である。 
また、万が一、避難等が必要な事態になっ

た場合には、発電所を守るだけでなく、避難
者対応を一緒に取り組むこととしている。 

㉖ 【安全協定】 
立地自治体等の意向もあるとは思うが、中

国電力には、３０km圏内にある自治体との
間で、立地自治体と同様な安全協定を結んで
いただきたい。 

（中国電力㈱） 
安全協定については、発電所の建設に伴う

許認可権限を立地自治体が持っていること
を前提に、発電所全体の計画に包括的に関与
してもらう趣旨で、事前了解の権限を設けて

いる。この背景には、住民の日常生活の中に、
発電所がある自治体との違いがあると思っ
ている。そのうえで、今回、県に協力いただ
き周辺３市の意見を聞いていただく仕組み
ができた。また、現在の安全協定にも、周辺
自治体の意見を聞く仕組みがある。こうした
仕組みもあわせて、意見を聞きながら、発電
所を運営していきたい。 

㉗ 【安全協定】 
安全協定の申入れに対する中国電力の回

答に、事前了解は見直し困難とあるが、その
根拠を教えていただきたい。 

（中国電力㈱） 
立地自治体との安全協定は、島根原発 1

号機が運転を開始する前から締結している。
建設当時の土地の提供や、漁業への影響など
様々な影響を受けられる方々の意見を取り
込んでいく考えのもとで、事前了解という権
限が設定をされたところである。そういった
経緯があること、また現状でも島根原発の周
辺にお住まいの方々には、そういった形での

対応があり、周辺自治体とは違いが出てくる
ことから、見直しは難しいという回答をした
ところである。 
いずれにしても、安全協定により、市民の

皆様の安全を守る、環境を保全するといった
目的は同じであると考えている。また、事故
が起こったときは、安全協定の規定とは関係
なく、立地自治体も周辺自治体も同様な対応
していく。 

㉘ 【安全協定】 
安全協定の事前了解については、中国電力

が応じないということだが、断る理由はない
と思う。なぜ避けるのか、わからない。 

（中国電力㈱） 
事前了解には歴史的経緯による違いがあ

るという説明をしたが、埋め立てや土地の造
成など、法的な権限を立地自治体が持ってい
る。そうした権限があることを前提として、
発電所の計画の全般に関わっていただくと

いう趣旨で、事前了解権を立地自治体が持っ
ているということである。 
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１．（２）住民説明会（出雲市主催）について          資料１－２ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

今回、県に協力いただく形で周辺３市の意
見を聞いていただく仕組みができた。その中
で、しっかりと我々も意見を聞いていきた
い。また、現在の安全協定にも、周辺自治体
からの意見に誠意をもって対応するという
規定がある。この規定に基づき、いただいた
意見に対して、誠意ある対応を行っていく。 

㉙ 【自然災害、補償に関する協定締結】 
原子力発電所で使われている燃料の、放射

能の半減期は何年か。 

原発事故は必ず起きる。放射性物質は人間
の制御を超えて暴走してしまう。日本は、地
震、津波、火山噴火などが必ず起きる国であ
り、原子力発電は、日本では使ってはいけな
い発電手法ではないかと考えている。 
それでもＣＯ２を出さないエネルギーが必

要という認識のもとに、原発を稼働させるの
であれば、出雲市、島根県等と中電との間で、
住民の生命、財産、生活基盤を失うことへの
補償をあらかじめ定めておく、協定を締結し
ておくことが必要ではないか。 

（中国電力㈱） 
ウラン 235の半減期が７億年、ウラン 238

の半減期が４５億年と、非常に長いものにな

る。長い期間、放射線を出し続けるが、必ず
しも期間が長いからといって放射線の出す
レベルが高いわけではない。 
島根原発の近くに断層があるが、断層によ

る地震の影響をきちんと考慮して、万が一、
地震が発生した場合でも、安全に原子炉を止
めることができるようにしている。原発に
は、適地があり、そういった場所を確認した
うえで設置している。 
出雲市と締結している安全協定の中でも、

万が一、事故が発生した場合の補償について

定めがある。事故が発生すれば当然、その責
任は電力事業者にあり、そういった場合の補
償についても、適切に対応していく。 

㉚ 【避難計画の周知】 
関心がある場合は、自身で情報を入手する

が、そうではない方が大多数で、そういう方
に対して、今後、避難方法や避難経路などを
どのように周知する考えか。 

（出雲市） 
避難計画等の周知については、これまでも

原子力防災訓練や原子力学習会のほか、依頼
に応じて各地区へ出かけ学習会等を行って
いる。こうした取組を続けるとともに、県と
一緒に、様々な媒体を使い、避難計画や避難
行動等をわかりやすく丁寧に説明していき
たい。 

㉛ 【避難計画の周知】 
原子力災害は、いつ起こるかわからない。

起きた時に考えるということでは話になら
ない。避難先は知っているが、避難行動の詳
細については良くわからないため、しっかり
と周知して欲しい。また、避難対象地区に記
載がない地区、町は、避難の予定がされてな
いということでよいか。 

（出雲市） 
これまでも周知、広報活動をしてきている

が、繰り返し行っていくことが大切である。
今後も避難時の対応などを、わかりやすく丁
寧に説明していきたい。出雲市広域避難計画
では、３０km圏内にある地区、一部の地区
については地区の一部の町を避難対象とし
ている。 
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１．（２）住民説明会（出雲市主催）について          資料１－２ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

㉜ 【避難計画の周知、理解】 
多くの市民が避難計画をきちんと理解し

ているか疑問である。避難計画が、実際に実
行できることが担保できた時にしか再稼働
を認めるべきではない。 
住民説明会での質疑の内容は、全市民にお

知らせいただき、全市民の総意で再稼働賛成
になるような地盤を作ることが必要である。 

（出雲市） 
市民が、いざという時の行動を理解してい

ることは非常に重要である。市では、各地区
の防災研修等での説明や、様々な広報活動を
続け、周知を図っていく。万が一、事故が起
こった際にとるべき行動について、様々な情
報伝達手段を通じて、周知ができるような取
組も進めていく。 

㉝ 【避難訓練、住民周知】 
大規模な実施は難しいかもしれないが、是

非避難訓練を実施していただきたい。また、
地域ごとの避難行動がわかるように、原子力
災害のハザードマップ的なツールを作成し
ていただきたい。 

（意見）※出雲市説明時の意見 

㉞ 【投票等による市民の意見集約】 

出雲市の今後の対応として、住民説明会、
市議会、原子力発電所環境安全対策協議会等
の意見を踏まえ、総合的に再稼働の判断を行
うこととされているが、市民一人一人に色々
な考えがあり、不安があると思う。市民全員
に直接、投票等で意見を聞く考えはあるか。 

（出雲市） 

島根原発２号機の再稼働については、まず
は安全性を第一に、再稼働の必要性、そして
住民の避難対策とその実効性の向上、これら
を総合的に考えていく。これまで皆様からい
ただいた意見、それから市民を代表されてい
る市議会議員の意見、市民の方にも参加いた

だいている安全対策協議会や原子力の専門
家の安全顧問といった方々の意見を聞いた
うえで、総合的に判断していくこととしてお
り、提案のあった形での意見集約は考えてい
ない。 
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２．出雲市原子力安全顧問会議について              資料２ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

① 【エネルギー基本計画】 
2050 年のカーボンニュートラル、これは

当時の首相の言葉だと思うが、政権を担当す
る者の哲学によっては、状況が変わってしま
うことがある。そうはいいながらも行政の担
当者としては、何かフレキシビリティを持た
せていると思うが、ここに注力しているとい
うところがあるか。 

（資源エネルギー庁） 
エネルギー政策を取り巻く状況は、常に変

化していくため、その都度見直していくこと
は重要なことと考えている。 
エネルギー基本計画は、これまで約３年お

きに策定している。そうしたスパンで新しく
目標を考え直す、状況を考え直すという姿勢
で望んでいる。そういう意味では、今回の
2030 年の目標値は、前回の目標値から大き
く変更がある。 
その先をどう見るかについては、議論があ

ったが、遠い将来だと、一つのシナリオで組
むのが難しい。より遠い将来については、と
にかく選択肢を増やしていくという方針で
整理している。2030 年についても、これか
ら施策の実行段階に入るため、状況の変化が
あれば、随時見直していくことが必要であ
り、決して計画を策定して終わりということ
ではない。 

② 【各電源のメリット・デメリット】 
これまでの説明では、原子力発電に関する

説明が詳しくなされていて、困難な部分に一
生懸命対応しているという内容が多いが、一
長一短があるのは再生可能エネルギーも同
様であり、克服しないといけない課題が多々
あるはずである。原子力発電についてのみ、
困難を克服しなければいけない点が多く出
てきてしまうと、聞いている側も不安に感じ
てしまう。 
再生可能エネルギーは、コスト面で相当難

しい、あるいは安定供給という点で課題が多
いといったことも見える形で説明いただけ

ると良い。各電源の一長一短を満遍なく見え
る形で説明いただけると、ベースロード電源
としての原子力活用に理解が深まる気がす
る。 

（意見）※中国電力㈱説明時の意見 

③ 【各電源のメリット・デメリット】 
原子力発電の問題点だけでなく、再生可能

エネルギーの問題点も対等に比較した方が
良い。時間的な不安定性だけでなく、例えば
電力会社であれば送配電上の問題点などが
ある。小容量の電源が多くできても、そのま
まの送配電網でいけるという誤解がある。  

それでは全然対応できず、膨大な投資が必
要ということも伝えることが重要である。 

（意見）※中国電力㈱説明時の意見 
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④ 【ＣＯ２排出量】 
説明資料で、各電源のＣＯ２排出量が紹介

されているが、原子力発電のみならず様々な
技術開発でＣＯ２削減に努力されていること
を承知している。例えば三隅火力発電所のク
リーン・コールであればＣＯ２排出量はどう
なのか。また、原子力発電所の稼働による 
ＣＯ２削減という資料もあるが、これが例え
ば三隅火力発電所２号機で、どの程度変わる
のか。 

（中国電力㈱） 
三隅火力発電所２号機は、超々臨界圧を採

用した 100万ｋＷの発電所として、運転開始
に向けて建設を進めている。 
島根原子力発電所の稼働によるＣＯ２排出

抑制効果は、２号機、３号機を合わせて 700
万ｔ程度であるが、三隅火力発電所２号機の
超々臨界圧を使うと、現状の石炭火力に比べ
て 50万 t程度はＣＯ２を低減できる。効率も
上がっており、排ガス処理装置などもある。 

⑤ 【中国電力としての電源構成】 
中国電力の発電設備の構成比６５％を占

める火力発電において、４０年以上経過した
設備が４３％あり、これを原子力発電と新し
い火力でカバーしたいという説明であった。 
島根原子力発電所２号機が再稼働し、３号

機も稼動すれば、日本のエネルギーミックス
である２割から３割が達成できるという計
画だと納得した。逆に、原子力発電ではなく、
この４３％の一部を再生可能エネルギーで
賄うという可能性はないのか。 

（中国電力㈱） 
今回のエネルギー基本計画では、2030 年

の再生可能エネルギーの比率が 36％から
38％という目標になっている。 
再生可能エネルギーは安定供給に課題が

あり、必ずバックアップが必要となる。 
現状は、バックアップとして火力発電が待

機をしており、非効率な状況である。それを
改善するために、例えば再生可能エネルギー
を蓄電するための大型のバッテリーを装備
するなどの計画もあるが、非常にコストがか

かる。どこまで電気料金で耐えられるか。お
そらく 2030 年の目標を達成するためには、
かなりのエネルギーコストの増加が見込ま
れていると思われる。それを国民に負担して
いただけるのか。そのあたりの議論は、電力
事業者には見えづらい。 
再生可能エネルギーの普及に向けては、社

会的、政策的な、もう一段のポスト投入が必
要だと思っている。 
Ｓ＋３Ｅを一つの電源で満たすものはな

いため、我が国では、複数の電源をベストの

形で組み合わせていくことが、最良の方法と
考えている。 

⑥ 【リスクマネジメント、最終処分】 
日本の安全は起きたことの再発防止とい

うことに注目しがちであり、今後起こるかも
しれない新たな問題に対しては、後手を踏む
傾向にある。 
また、最終的に原子力発電がベース電源と

して位置付けられるかどうかに関する大き
な問題の一つに最終処分がある。これに関し
ては、事業者では対応が難しい面もあるので

はないか。 

（資源エネルギー庁） 
リスク評価手法も使い、これから起こるリ

スクも含め、向き合う取組を深めていく方針
である。様々な知恵をいただきながら、官民
とともに進めていきたいと考えている。 
最終処分は、国が前面に立ち、責任を持っ

て実施すべき問題と考えている。 
社会全体で解決していかなければならな

い問題であり、全国でできるだけ多くの皆様

に関心を持っていただくことが必要と考え
ている。 
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地域の理解を得ることが非常に大事であ
るため、国が前面に立ち、地域との対話活動
を積極的に進め、解決していく方針である。 

⑦ 【リスクマネジメント】 
原子力発電所が運転停止している間、電力

事業者の努力で何とかやりくりできたが、今
後もやりくりできるという保障はない。安定
供給という面で、様々な電源のあり方を踏ま
えながら進めていただきたい。 
日本の事故対応は原因を明らかにして、再

発防止を徹底するというやり方の連続であ
るが、なぜ防げなかったのかという観点の分
析が非常に大事だと思っている。中国電力の
ような企業であれば、安全教育や研修、訓練、
リスク分析など様々な取組をされていると
思っている。それでもなお起こってしまった
のかという視点がないと、同じような問題が
起こる可能性がある。 
これは中国電力だけの問題ではなく、日本

の安全体制のあり方も同様である。起きた原
因を追究して再発防止だけではなく、なぜ防

げなかったのかという観点も大事だと思っ
ており、それが本来のリスクマネジメントと
しての性格のような気がしている。 

（意見）※中国電力㈱説明時の意見 

⑧ 【再処理施設の安全性】 
核燃料サイクルに関して、六ヶ所村の重要

性が非常にクローズアップされたが、六ヶ所
村がある場所の地震リスクを考えると、強い
揺れに見舞われる確率、地震動の確率予想で
いうと、島根よりもはるかに高い場所に設置
されている。 
今回、島根でも地震、火山、津波と様々な

ものが検討されているが、こちらの方で、こ
の申請が通っているということに関連して、
六ヶ所村の安全性を考えた面での、国の全体
の施策を、どのように考えているのか。 

（資源エネルギー庁） 
安全性については、福島の反省を踏まえ、

独立性の高い規制委員会、こちらの判断を尊
重するという姿勢を前提としている。 
地震又は津波の状況については、規制委員

会でしっかりと審査がなされているという
認識である。規制委員会の判断が出た場合
に、その判断を尊重し、地域での理解を得る

ように、説明等に回るという方針である。 

⑨ 【国・自治体・実動組織の連携】 
自然災害と原子力災害が複合的に起こっ

た場合に、市民にどのように伝えるかについ
て、島根県、鳥取県、さらに国が分業体制に
ならないようになっているか。 
実働組織の活動想定がきちんとなされて

いることは理解している。そのうえで、原子

力対策本部だけではなく、実働部隊を指導す
る部分も含めて、それぞれが分業にならず、

（内閣府） 
国では総理大臣を本部長として原子力災

害対策本部が、現地でもオフサイトセンター
に内閣府副大臣を本部長として現地対策本
部が立ち上がる。そして、それぞれに警察、
消防、海上保安庁、防衛省の組織の幹部も指
揮所に集まっていただくことになる。 

国においては原子力規制委員会を含めた
原子力の専門家も集まる。行政機関も、内閣
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全てを把握するような体制も整えているの
か。 

府と原子力規制委員会など関係省庁が集ま
ることになっている。 
さらに、各電力事業者、現地のオフサイト

センターにおいては、県の副知事、関係自治
体の副市長レベルの方が集まり、国と関係自
治体が一体となって活動することになって
いる。国と関係自治体との間をテレビ会議で
結んで情報共有する。 
複合災害においては、自然災害、原子力災

害、それぞれの対策本部が立ち上がることに
なっているが、合同対策本部を立ち上げて対

応する。 
様々なケースを想定して対応する仕組み

としており、訓練を含めてしっかりと対応す
ることになっている。 

⑩ 【情報伝達、リスクコミュニケーション】 
組織が大きくなればなるほど、情報共有は

上手くいかない。住民は、原子力災害や自然
災害の情報が一度に来ると、どう対応すれば
いいのかわからず混乱する。福島の事故以外
のケースは、今後いくらでも起こる可能性が

ある。情報伝達は、組織内の情報伝達、国と
自治体の情報伝達、住民との情報伝達の３段
階あると思うが、実際の場面でこの仕組みで
は駄目だったということがないように、また
衛星回線があっても効率的に活用できなか
ったら、全く意味をなさないため、今後も
様々な想定を考え訓練していただきたい。 
感染症についても、被ばくを避けることを

優先して屋内退避をすることとされている
が、住民は感染症の方が怖いため、屋内退避
と感染証対策のどちらを優先すれば良いの

かとパニックになると思う。複数の脅威があ
る場合に、どのように伝えるかというリスク
コミュニケーションのあり方も、今後、改訂
されていくと思うので、様々な想定を行い、
フィードバックしてより良い仕組みにして
いただきたい。 

（意見）※内閣府説明時の意見 

⑪ 【非常時の情報伝達体制】 
国の対応体制や通信体制などについて、実

際に緊急事態が発生した時に、それが機能す
るか、情報伝達が適切に行われるかが重要で
ある。情報伝達に特化した訓練は、今まで行

われているか。 
情報伝達については、様々な情報伝達手段

（内閣府） 
国から市町村ないしは住民への情報伝達

体制について、まずハード面においては通信
手段を抜本的に見直している。例えば、オフ
サイトセンターが機能しなかったという教

訓を踏まえて、機能するように改善、また衛
生回線など、様々な改善を通じてハード面も
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があり、また島根原発の避難計画に関わる自
治体も複数ある。自治体毎に地理、人口構成
など事情が異なると思うが、その自治体間で
情報共有したうえで、住民への伝え方、具体
的にどのように伝えていくかという訓練が
行われているか。行われているのであれば、
継続的に行い、不具合をフィードバックして
いく体制が整えられているか。 

強化している。 
ソフト面においては、一般災害も共通であ

るが、まず国が基本的な指示を出す。その指
示が住民に適切に伝わらなければ意味がな
いため、通信訓練を島根地域でも原子力規制
庁が中心となって、国、２県６市、中国電力
にも参加いただき実施している。 
また、住民に対する原子力防災訓練は年に

1回であるが、情報伝達については、基本的
に一般災害と共通であり、一般災害時の住民
への避難指示等の発出といった取組を通じ

て、常日頃からハード、ソフト両面の対策を
行っているものと承知している。 

⑫ 【非常時の情報伝達体制】 
福島では地震と原子力災害であったが、

様々な自然災害との複合災害が想定される。
また、福島は３月であったが、暑い時期も考
えられる。さらに感染症、パンデミックもあ
る。自然災害との複合災害と、感染症のパン
デミックがある場合というように場合分け
して考えられていると思うが、警察、消防、

海上保安庁、防衛省による運輸などハード面
の対応だけでなく、住民への情報伝達方法も
重要である。 
住民に情報伝達する際に、自然災害や感染

症のパンデミック起こっている最中であっ
た場合、どのような情報を伝えたらいいの
か。適切な情報伝達を行うためには、一般災
害や感染症に対応する公衆衛生の立場の方
などにも入っていただき、連絡体制を整えな
ければならないと思う。そうした柔軟な組織
体制を作ることも想定して、防災計画を立て

ているのか。 

（内閣府） 
島根地域の緊急時対応は、まずは行政機関

や協力事業者等だけで対応することを基本
として取りまとめており、実働組織は最後の
手段として考えている。 
自然災害と原子力災害が同時に起こった

時は、自然災害によって人命が失われること
がないよう、実働組織はそちらを最優先で活

動されると考えている。続いて、原子力災害
に対して、必要な人員を割いて活動すること
になると思う。 
実働組織については、緊急時の対応を具体

的に定めずに、あくまでも不測の事態に備
え、自治体からの要請に応じて、最適な活動
ができるような体制としている。 
また、実働組織が参加する訓練も年数回行

っている。例えば、防衛省においては島根県
の訓練において、避難の援助訓練、通行不能
道路の啓開、また避難退域時検査など、様々

な想定に備えた活動をされている。 

⑬ 【避難の確認】 
避難の命令権者、指揮命令系統はどうなっ

ているか、また、どのような流れで住民に周
知徹底されるのか、さらに避難の完了は、誰
が確認して、どのように報告するのか。 

（出雲市） 
指揮命令系統については、国と関係自治体

が集まって災害対策本部が組織され、最終的
に避難指示を発令するのは内閣総理大臣。そ
の指示を、関係機関が情報共有し、地域住民
に避難指示という行動、そして、どういった
行動をとるべきかという内容を伝達してい
く流れになる。 
避難されたかどうかの確認については、市

の担当者、消防、警察等でチームを作り、戸

別訪問をして最終確認を行う。その前段とし
て、避難された方は市の災害対策本部に報告
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していただくが、漏れがないよう戸別訪問を
行い、最終確認する流れになっている。 

⑭ 【避難道路の監視体制】 
出雲市内の避難先までの経路を見ると、国

道 431 号と国道９号の２本が生命線のよう
に見える。道路の渋滞状況に合わせて、信号
機を青にするなどの対応がなされるようだ
が、出雲市として、監視状況の把握はできる
のか。 
あるいは県が担当であるため、県がどの程

度情報把握して適切に指示が出せるかにか
かっているのか。 

（出雲市） 
幹線道路の監視は、島根県が行うことにな

っている。渋滞対策としての信号機の操作
や、交通誘導も島根県警察が中心となって行
うことになっている。 
関係機関が連携して、しっかりと対応して

いくということだと認識している。 

⑮ 【複合災害時の避難体制】 
複合災害について、最も可能性が高いもの

として宍道断層による地震の影響を想定さ

れていると思うが、幹線道路の主要な橋など
構造物の被害想定を含め、地震時の避難に係
る対策、対応は考えているのか。 

（出雲市） 
複合災害において、地震は起こり得ること

から、橋梁の耐震補強などのハード対策は計

画的に進めている。 
また、地震が起こった場合には、通れなく

なる道路、使えなくなる施設が出る可能性が
あるため、代替道路を用意や道路管理者によ
る道路啓開を実施することとなっている。 
それでもなお孤立状態が生じた場合には、

自衛隊、海上保安庁等の協力を得て、確実に
住民が避難いただけるよう計画している。 

⑯ 【産業界の取組】 
産業界での取組で、３つの組織が、それぞ

れ技術的な面に関してリスクの情報収集を
行う、また電力、メーカーの技術力を結集し
て一緒にやっていくということの紹介があ
ったが、この３つの組織間での情報共有の仕
組みも構成しようとしているのか。 

（資源エネルギー庁） 
それぞれの団体の構成員は、電力事業者、

メーカー等であり、当然、相互連携を図りな
がら、取組が進められていると思う。例えば、
ATENA については規制当局と対話しながら
取り組むこととされているため、連携を図り
ながら進めていく仕組みになっているので
はないか。 

⑰ 【産業界の取組】 
国が原子力をエネルギー源として維持し

ていくのであれば、長期的視点に立つ必要が
あり、技術者の様々な意見を集約しながら安
全を維持していくという産業界での取組は
非常に重要だと思う 
それぞれの取組によって得られた知見を

共有する仕組みがあった方が、安全を維持す
るという意味では重要だと思う。これは計画
であり、今後具体的に進めて行かれることに
なると思うが、その辺りを少し考慮していた

だきたい。 

（中国電力㈱） 
産業界においては、ATENA、JANSI、NRRC

という３つの組織があり、ATENAは規制当局
と対話している。そして JANSIは事業者へ提
言する活動をメインとしている。 
また NRRC については、リスク評価の専門

家集団であり、安全性を高める活動をしてい
る。 
これら全てに電力事業者は社員を派遣し

ており、それぞれの活動に参画するととも
に、情報収集を行っている。また、それぞれ

の活動報告や年度計画について確認すると
ともに、意見を出して行っており連携をとっ
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ている。今後は、指摘も踏まえ、しっかり活
動していきたい。 

⑱ 【電力事業者の地域貢献】 
中国電力には、地域への安定した電力供給

ために、尽力いただいており感謝申しあげ
る。電力の安定供給はもちろんだが、地域貢
献という意味では、雇用を生み出しているこ
とが大変大きな貢献ではないか。説明資料に
は、社員数が記載されており、また社員の方
が、地域の方々と一緒に取り組まれている活

動や社会貢献活動が紹介されているが、それ
とは別に、中国電力の社員の方々が日々業務
に邁進されていことが、実は一番役に立って
いるはずである。 
そういった写真がパンフレットに掲載さ

れていても良いのではないか、社員の日々の
尽力を、もう少しポジティブに紹介しても良
いのではないか。 

（中国電力㈱） 
励みになるご意見感謝申しあげる。現実に

は、厳しい意見の方が地域では多い。非常に
高い緊張感、さらには責任感を持つべく、協
力会社を含め、発電所で働いている者が一体
となって、安全に努めることに腐心してい
る。 
ここに発電所があること自体、地域貢献と

言えなくはないが、地域の方にとっては不安
の方が大きいというのが実態である。 
逆に、社員も地域から原子力発電所がどの

ように見られている、心配されているか、を
知らないと責任感もわかず、仕事に対する意
欲も起きない。 
特に技術系の社員は、地域の方と付き合う

機会もないため、このような活動を通して、
地域の信頼を得るべく努めている。 

⑲ 【安定ヨウ素剤の周知理解】 
福島では、安定ヨウ素剤が一切使えなかっ

た経緯があったかと思う。使うからには、特
に緊急性の高い地域は事前配布しかないが、
それ以外の地域の住民は、何故、事前配布し
ないのか思うのではないか。 
何故、それをすることに意義があるのか理

解してもらう必要があり、事前教育が重要で
ある。 
また、もちろんリスクもあり、高齢者には

全く意味がない一方、妊婦や乳幼児への効果
が最も高いなど、年代もある。安定ヨウ素剤
の配布を行う可能性がある地域では、事前に

住民にそうしたことを知っておいてもらわ
ないと、いざやろうと思ったときに、恐らく
機能しないだろう。 
やるべきことをやったという道筋を作る

ためには、事前配布しない地域の住民に対し
ても、説明会等の場を設けるべきではない
か。 

（内閣府） 
安定ヨウ素剤については、事前配布、緊急

配布等あるが、最も重要なのは服用のタイミ
ングだと考えている。原子力規制委員会で
も、ＰＡＺは事前配布、ＵＰＺは緊急配布と
いう方針が示されている。 
ＵＰＺについては、事前配布をした方が良

いという地域があれば、それを妨げることは
しないが、原子力規制委員会が示す緊急配布
が原則と考えている。例えば、ＵＰＺにおい
て安定ヨウ素剤を事前配布し、相当早い段階
で服用すると、避難するときにその効果が薄
れてしまうことも考えられる。服用に最適な

タイミングがあるため、避難等の対象区域を
特定したうえで、避難等を行うタイミングで
服用する、そのことが結果的に放射性物質の
プルームを避けることにも繋がる。 
事前配布と緊急配布の違い、服用のリス

ク、効果的な服用のタイミングなど、住民に
しっかりと理解活動を進めていきたい。 
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３．出雲市原子力発電所環境安全対策協議会について        資料３ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

① 【水素・アンモニアの実用化】 
水素やアンモニアは非常にクリーンなエ

ネルギー源として期待されるが、いつ、ど
のような形で実用化されるのか。 

（資源エネルギー庁） 
水素やアンモニアは、様々な実証実験、

車では実用化も進み始めている。一方、水
素とあわせて火力発電を行うことなどは、
実用化に時間を要する見込みである。今後
１０年程度をかけ、実証から実用化に向け
た取組を進めていく。 

② 【ＣＯ２排出量、原発の信頼回復】 
原子力発電はＣＯ２排出量ゼロとされて

いるが、発電に至る過程で多くのＣＯ２が排

出されているのではないか。他のエネルギ
ー源と比較して、どの程度のＣＯ２排出量の
差があるのか、詳しい資料が必要ではない
か。 
原子力発電の活用にあたっては、国民か

らの信頼回復に努め、安全性の確保を大前

提とされているが、出雲市として市民の信
頼をどのように確保されるのか。 

（資源エネルギー庁） 
運転中は、ＣＯ２排出量ゼロだが、ウラン

の生成過程など全体を通してはＣＯ２を排

出する部分がある。その排出量を加味して
も、石炭火力、ＬＮＧ等の電源と比較して、
ＣＯ２排出量は非常に少ない。 
 国民の信頼回復は、大変重い課題である。
国としては、様々な機会を捉えて、閣議決
定されたエネルギー基本計画を含めエネル

ギー全般について、わかりやすい説明を心
がけ、国民に理解いただけるよう取り組む。 
（出雲市） 
 出雲市においても、様々な場面で原子力
発電に関する情報提供を行い、市民から直

接意見を伺う取組を進めていくことが大切
であると考えている。 

③ 【原子力発電の利点】 
福島第一原発の事故から１０年が経過

し、安全に対する意識は非常に高くなって
いる。自身も島根原発に行き、幾重にも安
全対策がとられていることを確認した。日
本は資源のない国であり、燃料代の高騰は、
電気料金を通して消費者の負担増に繋が
る。再生可能エネルギーは、電力の安定供
給に課題がある一方、原子力発電は安定供

給が可能であり、需給バランスがとりやす
いという利点がある。 

（意見）※資源エネルギー庁説明時の意見 

④ 【放射性廃棄物の最終処分】 
原発の最大の課題は、使用済燃料の処理

である。仮に、最終処分が実施されても、
その成功を確認することはできない。また、
原子力災害が発生すると、そこに住めなく
なる。そういう意味では、原発は人権問題
であり、環境問題である。 
一番大事なことは、子どもたちが安全に

暮らせる環境をできるだけ残すということ
である。核のゴミを出し続けることが、後
世の人たちにとって本当に良いことなのか

（資源エネルギー庁） 
 使用済燃料を再処理し、サイクルを回し
ていくことは大きな課題である。さらに高
レベル放射性廃棄物の最終処分は社会的な
課題であり、今後も全国各地の皆様との対
話活動を通じて、国が前面に立って取り組
んでいく。 
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３．出雲市原子力発電所環境安全対策協議会について        資料３ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

考えていく必要がある。 

⑤ 【避難計画の実効性】 
国で決めており、住民が何を言おうと、

どうしようもない状況が作られているとい
うあきらめが住民にあるため、説明会にも
人が集まらないのではないか。国には、防
災計画が実現困難であることを知っていた
だきたい。弱い立場の者が、顧みられるこ
となく、原発が推進されていることを知っ
ていただきたい。 

（資源エネルギー庁） 
原子力災害の備えに終わりや完璧はない

と考えており、常に改善し続けていくこと
が大変重要である。国と自治体がしっかり
と連携しながら、避難計画の改善・充実に
取り組んで行く。また、住民説明会等の機
会を捉え、国としても原子力発電の重要性、
必要性について、丁寧に説明をさせていた
だきたい。 

（出雲市） 
原子力発電については、福島第一原発事

故を踏まえた新たな基準を作られ、同様な
事故が起きる確率は低いと聞いているが、
一方で、リスクはゼロではないとの話も聞
いている。市としては、市民の生命、身体、

財産を守ることが最大の責務であり、避難
計画の実効性を高めるため不断の努力を続
けていく必要がある。避難訓練や様々な場
面での市民への説明を繰り返し行っていく
必要があると考えている。 

⑥ 【社会福祉施設入所者の避難】 
避難の手段として福祉車両での避難も想

定されているが、高齢者施設には寝たきり
の方や車いすの方が多数入所されており、
施設数も多い。また、２～３時間かけて広
島方面へ避難することになるかと思うが、
十分対応できると考えてよいか。 
介護施設等の入所者は、避難先として高

齢者施設を想定してよいか。 

（出雲市） 
福島第一原発事故の教訓を踏まえ、あら

かじめ避難車両の確保等も計画されてい
る。医療機関や社会福祉施設で保有してい
る福祉車両では不足が見込まれるため、不
足する車両については、県内あるいは中国
地方の中で確保することになっている。 
また、避難先については、医療機関や社

会福祉施設で見込まれる避難者数を上回る
受入れが可能になるよう受入れ先の確保を
行っている。実際の避難の段階で、県が関

係機関と調整した避難先へ避難していただ
く流れになっている。 

⑦ 【避難先自治体との連携】 
広域避難先である広島県側の市町との連

携はどうなっているか。 

（出雲市） 
毎年度実施している原子力防災訓練の中

で広域避難訓練を実施しており、広島県へ
の広域避難訓練を過去５回開催している。
県外避難対象となっている２０地区のうち
１９地区が、これまで訓練に参加いただい
ている。また、県外避難先の全１２市町に
訓練に参加いただいている。避難元自治体

と避難先自治体の意見交換等も随時実施し
ている。 
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３．出雲市原子力発電所環境安全対策協議会について        資料３ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

⑧ 【避難先施設との連携】 
避難先の高齢者の入所施設あるいは医療

機関などとも連携をとっているか。 

（出雲市） 
県を通じて受け入れ先と連携を図ってい

る。 

⑨ 【コロナ禍での避難所運営】 
コロナ禍において、出雲市では避難所は

充足しているか。 

（出雲市） 
避難所の収容人数については、避難者数

より余裕をもって設定している。コロナ禍
においては、人と人との距離を勘案して、
避難所運営をしていくことになる。国や県
からコロナ対策のためのガイドラインが示
されており、避難所における消毒や検温等

の実施体制、避難所の中の密を回避するた
めの対策等も示されている。そうした対策
をとりながら、感染症対策と避難を両立さ
せていきたいと考えている。 

⑩ 【電力事業者の信頼回復】 

東京電力は、地震計を壊れたまま放置し、
起きた地震を計測できなかった事例があっ
た。また、中国電力においても、検査不備
や不祥事が続いている。こうした状況で、
どのように信頼を築いていくのか。 

（資源エネルギー庁） 

電力事業者は、安全性向上に向けた取組
を行い、原子力規制委員会をはじめ国は、
それをしっかりと把握していくことが重要
である。 
福島第一原発事故の反省は忘れてはなら

ず、福島の復興、福島第一原発の着実な廃

炉には、しっかり取り組んでいかなければ
ならない。 
そのうえで、資源に乏しい日本にとって、

電気の安定かつ安価な供給、また気候変動
問題等への対応を考慮すると、原子力発電
の活用は欠かせないと考えている。 
信頼回復は非常に重い課題だが、丁寧に

説明させていただき、理解をいただけるよ
う不断に取り組んでまいりたい。 

⑪ 【原発の必要性、不適切事案の防止策】 

再生可能エネルギーなどクリーンなエネ
ルギーで電気を賄う時代までは、まだ時間
を要するため、化石燃料の使用に伴う気候
変動問題等を考慮すると、それまでの間、
原子力発電は必要不可欠である。また、島
根原発も安全性は当然あると認識してい
る。 
一方、中国電力では、これまでデータの

改ざんや点検漏れなどがあり、それが故意
に行われてきたことを懸念している。 
島根原発で働く者が３千人もいる中で、

全員が同じ方向を向くことは難しいと思う
が、今後、どのような方法で不適切事案を
なくしていくのか。                               

（中国電力㈱） 

これまでの不適切事案においても、シス
テムを開発し改善を図ってきたが、協力会
社の管理がしっかりできていなかった。協
力会社による不適切事案も、中国電力の責
任であるとの考えに立ち、協力会社も含め
て安全に対する意識の向上を図るととも
に、中国電力がしっかり管理していくこと
が重要であると考えている。 
発電所全体で安全文化を意識するととも

に、抑止力も用いて、しっかり管理を行い、
不適切事案が起こらないよう取り組みた

い。 
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３．出雲市原子力発電所環境安全対策協議会について        資料３ 

 質問・意見 回答主旨（回答者） 

⑫ 【不適切事案の防止策】 
これまで下請け企業１社で行っていたこ

とを複数社が合同で行うなど、関わる人数
を増やし、改ざん等ができないシステムに
することが肝要ではないか。 

（中国電力㈱） 
協力会社が実施している作業を中国電力

がチェックできるよう管理を全て見直し
た。例えば、巡視業務については、現場に
ＩＣタグを置き、現地に行かないとタグの
チェックができないといった抑止力も付与
した。 

⑬ 【不適切事案の防止策】 
不適切事案の発生防止策として、協力会

社の社員を全て中国電力の社員にしてはど

うか。社員の割合を増やし、安全性を高め
る方法もあるのではないか。 

（中国電力㈱） 
発電所の運営にあたっては、各事業者が

それぞれの専門能力を生かし、それを中国

電力が管理している。協力会社の社員全て
を中国電力の社員にすることが、必ずしも
全体の安全に繋がるものではない。中国電
力として全体を管理しながら、協力会社と
一致団結して安全性の充実に努めていく。 

⑭ 【安全協定】 
中国電力との安全協定の中に、事前了解

権を加えられるよう努力をお願いしたい。
知事が周辺３市の市長から直接意見を聞く
機会を設けられたが、自治体の首長は住民
の意見をしっかり聞き、その意見を、きち

んと反映していただきたい。 

（出雲市） 
知事・３市長会議の折には、しっかりと

市としての考え、皆様からいただいた意見
を伝えてまいりたい。この会議だけでなく、
住民説明会、安全顧問会議でいただいた意
見を含めて、市でしっかりと検討し、応え

てまいりたい。 

⑮ 【安全協定に係る現地確認】 
安全協定に係る現地確認は、専門分野の

方が現地に行って確認するのか。 

（出雲市） 
県が立入調査を実施するのにあわせ、市

も同行し現地確認を行っている。技術的な
専門家ではないが、防災担当の職員が出か
け、確認している。 

⑯ 【住民説明会の周知】 
県・市共催の住民説明会に参加したが、

決して多くの方が参加しているようには見
えなかった。多く方に参加いただくような

努力はされたのか。 

（出雲市） 
住民説明会の案内は、新聞折込みで実施

している。直接参加いただけない方のため
には、県のユーチューブチャンネルでライ

ブ配信も行っており、後日、県のホームペ
ージで動画を視聴いただくことも可能とな
っている。 
また、市の取組として、市内のケーブル

テレビで住民説明会の様子を複数回放送す
ることとしている。このほか、市が主催す
る住民説明会も開催する予定である。 
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４．第２回島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議について資料４ 

①安全対策協議会、住民説明会等における意見の報告について 

（【特】県特委、【安】県安対協、【住】住民説明会） 

 

〔安全対策に係るもの〕 

 質問・意見 回答主旨 

① 〔自然災害〕 
島根原発に及ぼす影響が大きいと考えら

れる地震である宍道断層の長さ 39 ㎞につい
て、これまで何度も長さが延ばされてきてい
るが、その理由は何か。 
また、宍道断層と鳥取沖西部断層は連動す

るのではないか。 
【特】【住】 

従前は、活断層が途切れた地点を活断層の
端部として扱っていたものを、活断層がない
ことを明確に証明できない地点は活断層が
あるものとして扱うこととしたため、宍道断
層の長さは約 39kmとなった。 
宍道断層と鳥取沖西部断層との連動につ

いては、海上音波探査による地下の地質構造
や重力異常の分布などから、連動しないもの
とした。 

② 〔自然災害〕 
熊本地震のように、２つの基準地震動が連

続して起きる想定はしているか。 
【住】 

基準地震動は、極めて厳しめに設定してあ
り発生する確率も低いため連続して２回起
きることは想定していない。 
一定の基準を超える揺れの地震が起きれ

ば原子炉は自動的に停止することとなって
おり、停止後は点検して安全であることが確
認できないと動かせない。２回目が起きても
止まっているので、既に圧力が落ちており１

回目ほどの負荷は機器にかからない。 

③ 〔自然災害〕 
 地震はどこでおきるかわからない。 

【住】 

地震は、事前に活断層の存在が指摘されて
いなかった場所でも起こっているため、島根
原発では、そのような地震のうち、「2000年
鳥取県西部地震」と「2004 年北海道留萌支
庁南部地震」の２つの地震が、発電所の直下

で発生したと想定した上で、基準地震動とし
て選定している。 

④ 〔重大事故対策〕 
 外部電源や非常用ディーゼル発電機が使

用できなくなった場合、どのように対応する
のか。 
 また、大量送水車で、原子炉等を冷却でき
るのか。 

【特】 

外部電源と同時に非常用ディーゼル発電
機が使えなくなった場合は、原子炉の蒸気で

駆動する設備（原子炉隔離時冷却系又は高圧
原子炉代替注水系）を用いて高圧注水を行い
原子炉を冷却するとともに、新たに配備した
ガスタービン発電機等を用いて給電を行う。 
その後、状況に応じて大量送水車を用いて

低圧注水を行い原子炉を冷却するが、その水
源は輪谷貯水槽に確保し、また、原子炉建屋
外部に専用の接続口を設けるなど、低圧注水
が確実にできるよう対策をとっている。 
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４．第２回島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議について資料４ 

 質問・意見 回答主旨 

⑤ 〔重大事故対策〕 
 地震や津波の際に中国電力の対応人員は
発電所に集まれるのか。 

【住】 

発電所には運転中 47 名が常駐しており、
２号機が被災した時にはその要員で対応で
きる。 
発電所外からの参集についても、参集手段

が徒歩のみとなった場合などであっても事
故後８時間以内には倍以上の人数が参集可
能である。 

⑥ 
 
確
認 

② 
③ 

〔テロ対策〕 
ミサイル等による武力攻撃や大型航空機

の衝突等のテロにはどのように対応するの
か。 

【住】 

ミサイル攻撃等の武力攻撃事態やテロに
ついては、事態対処法と国民保護法に基づき
対応することとなっている。 
ミサイル攻撃等で原子力施設が被害を受

けた場合には、使用できる設備等で、放射性
物質の放出や拡散を防ぐこととなる。 

⑦ 

 

確

認 

① 

〔原子力事業者としての資質〕 
不適切事案や不祥事を繰り返している中

国電力は原発を運転する事業者として信頼
できるのか。 

【特】【住】 

設置変更許可の審査の中で、技術的能力が
あることは確認した。また、安全管理や組織
の運用管理面の体制については、保安規定の
審査で確認していく。一方、事業者の安全意
識やその質が確保されているかについては、
日常の原子力規制検査で確認していく。この
検査では、原発に常駐している検査官が必要
と考える際に現場の実態を直接確認するこ

ととしており、また、事業者の全ての安全活
動を検査対象とし、重要度に応じて検査の量
や種類を増やすことになるので、事業者の安
全意識の確保等に効果的な対応ができると
考える。 

⑧ 〔訓練〕 
どのような安全対策がとられようとも、そ

れをきちんと運用できなければ意味がない。
そのためには訓練が重要と考えるが、どのよ
うな訓練が行われるのか。 
また、福島事故の教訓を踏まえ、例えば冷

却系のシステムを運転中に実際に動かして
みるといった質の高い訓練を行うべきでは
ないか。 

【特】 

重大事故の対応については、想定を超える
大規模損壊も含めて手順書を策定し、稼働前
を含め定期的に訓練することとなっている。
また、その訓練などについては、規制当局が
検査でしっかり確認していくこととなって
いる。 

また、想定しているシナリオと異なるシナ
リオを突然付与し、対応できるかというよう
な訓練も行う。 
原子炉に注水する設備などを使用した訓

練は、安全対策上難しいが、そのような訓練
はシミュレーターで行うこととしている。 

⑨ 〔安全対策全般〕 
設置変更許可は、規制基準を満たすかを審

査するのであって、もうこれで原発事故は起
きないということか。 
リスクが０にならなければ、島根原発２号

機の再稼働は認められない。 【安】【住】 

新規制基準に適合したとしても、また、ど
のような安全対策を行ったとしても、それが
「絶対に安全である、リスクはゼロになる」
ということを意味するものではない。 
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４．第２回島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議について資料４ 

〔避難対策に係るもの〕 

 質問・意見 回答主旨 

① 〔屋内退避〕 
屋内退避の有効性等について、どのように

して住民の理解を深めていくのか。 
屋内退避の指示に従わない住民が多けれ

ば、渋滞も発生しかねないが、どのように対
応するのか。 

【特】 

屋内退避の有効性等について住民理解を
深めていくには、例えば、自治体等で様々な
媒体による広報を実施するほか、訓練の際に
住民の方に分かりやすく伝える機会を設け
るなど、住民との接点を増やしながら対応し
ていく。 
避難ルートについては、渋滞が発生しない

よう、信号機の多いエリアや橋を避けて設定
しているほか、日頃から広報等を行うことと
しているが、道路事情等、状況によっては、

渋滞の発生は起こり得るため、その際は、避
難ルートの信号を一斉に青にするなど、警察
ときめ細かく連携して対応する。 

② 〔避難時の風向きの予測〕 
福島のような事故があった場合、その時の

風向きで放射能がどの方角に流れるのかに
よって、住民避難の方角は変わると思うが、
避難対策は無風状態を想定しているのか。風
向きによるシミュレーションも必要ではな
いか。 

【住】 

ＰＡＺについては、放射性物質放出前に避
難することとしているため、避難先等に風向

の影響は受けない。 
ＵＰＺについては、風向きによって、気体

状の放射性物質が通過する際に外にいると、
かえって被ばくするリスクがあるため、放射
性物質が通過する間は屋内退避をしていた

だく。 
その後、流れてきた放射性物質が沈着する

と長期的な影響が及ぶため、各モニタリング
ポストの測定値をもとに、一時移転が必要な
地域を速やかに特定し、特定された地域の住
民には一週間程度内に避難していただく仕
組みとなっている。 
また、避難先がそのような地域に該当する

場合は避難先を変更するとともに、避難ルー
ト上の地域の状況も考慮したルート設定を
行う。 

このように、風向きを予測して避難先や避
難ルートを決定することは予定していない。 
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４．第２回島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議について資料４ 

 質問・意見 回答主旨 

③ 〔要支援者の避難〕 
要支援者が確実に避難できるのか、不安の

声があげられている。 
・ 高齢化率が高い地区では、迅速な対応が

出来ず、補助することも困難な場合があ
るため、自主防災組織など小さな単位か
ら支援体制を考えていかなければならな
いのではないか。 

・ 人工透析患者が避難する場合、避難先で
も人工透析を受けることが出来るのか。 

・ 放射線防護施設には、ケアテイカーや付

き添いなどの支援者も収容可能か。 
【特】【安】【住】 

福島原発事故の避難では、病院の入院患者
や社会福祉施設の入所者については、体調な
どを考慮しなかったり、あらかじめ避難先を
確保していなかったり、車両を確保しないま
ま避難をしたため、避難中又は避難先で亡く
なる事態が発生した。 
その反省から、避難を行うことにより健康

リスクが高まる入院患者や施設入所者、在宅
の要支援者等は、まずは、放射線防護機能を
付加した施設に屋内退避していただくこと
としており、その支援者も含め収容できる定

員を確保している。 
また、避難に必要となる車いす車両やスト

レッチャー車両についても必要数を運転手
等とともに確保する体制を整えている。 
人工透析患者等の避難行動要支援者につ

いては、それぞれの事情を踏まえ、避難先で
の必要な対応が取れることが確認でき次第、
移動をいただくなどの対応を行う。 

④ 〔避難計画の審査〕 
避難計画は原子力規制委員会で審査しな

いのか。 
【住】 

原子力災害時の避難計画は、地域の実情を
熟知している自治体と専門的な知見をもつ

国が一体となって策定しているので、当事者
である国が避難計画を法的に認可すること
は、適当ではないと考える。 
また、避難計画を規制委が認可することを

想定した場合、一定の基準さえ満足すれば良
いとの考えなどにより、不断の見直しや改善
を図る取組を阻害する可能性がある。 

⑤ 〔避難者受入マニュアルの作成状況〕 
避難先において避難者の受入れマニュア

ルが未整備であることに住民は不安を感じ
ており、こうした懸念は解消していただきた

い。 
【特】【住】 

広島県・岡山県の受入については、平成
27 年から内閣府も足を運んで両県内の各自
治体に説明をしている。 
受入マニュアルについては、島根県が作成

したガイドラインを参考に各市町村がマニ
ュアルを作成し、今年度中に残りの市町村に
ついても整備予定となっている。 
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４．第２回島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議について資料４ 

 質問・意見 回答主旨 

⑥ 
 
確
認
④ 

〔複合災害時の対応〕 
自然災害による道路の寸断、集落の孤立が

起きた場合、避難は確実に実行できるのか。 
また、大雪で広範囲にわたり孤立世帯が発

生するなど、一度に多くの支援が必要となる
場合や、地震・津波で多くの道路や港が被災
し直ちに復旧できない場合などのように大
規模な自然災害と原子力災害が併せて発生
した際、自治体だけでは対応が困難なケース
も想定されるが、その際には、具体的にどの
ような形で海上保安庁や自衛隊等の支援が

受けられるのか。 
【特】 

避難ルートが自然災害等により使用でき
ない場合は、あらかじめ定めた代替ルートに
変更、又は新たにルートを設定するととも
に、迅速に道路を啓開することとしている。 
それでも道路が使えず、かつ、避難しなけ

ればならない場合は、海上保安庁、自衛隊、
全国からの警察災害派遣隊、緊急消防援助隊
等の支援を得て、ヘリコプターや船舶を使用
し避難を実施することとしている。 
このため、防衛省、海上保安庁が保有する

機材で接岸あるいは着陸できる港湾や漁港

等を一つ一つ確認している。 
実際に使用できるかはそのときの気象条

件等によるが、自衛隊の機材については、相
当上陸しづらいところにも接岸できるよう
なものもある。 

⑦ 〔避難道路の整備、橋梁の耐震化〕 
松江市内の堀川などは橋梁の耐震化が全

く進んでいないのではないか。机上の空論で
はなく、まずは避難道路の整備をしっかりと
行うべきではないか。 

【住】 

広域避難計画は、現在利用できる道路を避
難経路として設定している。 
より円滑な避難のための道路整備につい

ては、地域住民の安全安心のために重要だと
認識している。 

原子力災害時の避難時にも主たる経路と
して使用する緊急輸送道路については、県の
整備計画に基づき、橋梁の耐震化等のハード
対策を着実に進めている。 
一方、避難ルートが自然災害等により使用

できない場合は、あらかじめ定めた代替ルー
トに変更、又は新たにルートを設定するとと
もに、迅速に道路を啓開するなどのソフト対
策の両面で対応することとしている。 

⑧ 〔隠岐航路と海上避難〕 
隠岐への物流・人流の拠点である七類港と

境港は 30 ㎞圏内にあるが、対策はとられて
いるのか。 
海上を避難する場合、海運業者や漁業者へ

の情報伝達が大変重要と思うが、考え方は整
理されているのか。 

【特】 

本土側で避難指示が出され、七類港や境港
が使用できなくなる場合などには、ＵＰＺ外

の港の使用や自衛隊、海上保安庁などの実動
組織による緊急輸送を行う。 
また、海上においても事故の状況によって

は、避難行動をとっていただくことになるの
で、船舶等に対しては、海上保安庁や県から
必要な情報伝達や注意喚起を行うこととし
ている。 
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４．第２回島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議について資料４ 

 質問・意見 回答主旨 

⑨ 〔避難方法〕 
福島原発事故では、30km 圏外も避難して

いるのに、計画を 30km 圏内に限っているの
はなぜか。 

【住】 

福島原発事故の際、30km 圏外では、飯館
村の積算の被ばく線量が、緊急時における国
際基準（20～100mSv/年の下限の 20mSv/年）
を超える恐れがあったため事故発生から 1
ヶ月後に「計画的避難区域」に指定された。 
ＵＰＺの距離は、国際基準をもとに設定さ

れているが、ＵＰＺ（5～30km圏）外におい
ては、プルームの通過後、万が一、一時移転
が必要となっても、実施するまでには十分な
時間的余裕があるため、あらかじめ計画を策
定する必要はないとされている。 

そのため、30km 圏外の地域については、
あらかじめ避難計画等を作成していないが、
原発事故が起こった際には、30km 圏内と同
様に原発事故の状況について情報提供する
とともに、必要に応じて避難等に関する指示
を行うこととしている。 

⑩ 
 
確
認 

⑤ 

〔新型コロナウィルス感染症対策等への対
応〕 
密閉が求められる屋内退避と三密回避が

必要な新型コロナウィルス感染症対策は両

立し得ないのではないか。 
新型コロナウィルス感染症対策として、避

難所内での人と人との距離の確保などの措
置をとれば、避難所の収容可能人数は少なく
なると思うが、避難所数は足りているのか。 
同様にバスは足りるのか。 
感染症により医療施設が逼迫するような

状況では、原発災害時の医療調整など出来な
いのではないか。 

【特】【住】 

屋内退避の際、社会福祉施設等において
は、放射性物質の飛散がない時間帯において
30 分に 1 回程度は換気することができるよ
う、きめ細かい情報提供を行う。 

また、避難所の収容可能人数には一定の余
裕分を見込んでいるので、この余裕分を活用
し感染症対策に対応することが可能である
が、その際は、地域の感染症の発生状況や原
子力災害の事態の状況の両面からリスクを
見て関係自治体と調整を行うこととしてい
る。 
バスについても余裕台数がある。 

⑪ 〔原発から放射性物質が放出された際の避

難〕 
フィルタベントを通して放出された場合、

被ばく量はどの程度か。放射性希ガスはフィ
ルタを付けても吸着できないのではないか。 
その場合、被ばくを前提とした避難となる

のではないか。どのような根拠をもって基準
を設定しているのか。 
それは乳幼児や乳児であっても同様の扱

いか。 
【特】【安】 

フィルタ装置を通すことで粒子状の放射

性物質の放出量を 1/1000 以下まで低減する
ことができる。希ガスは、フィルタでは吸着
できないが、放出までの間、格納容器内に閉
じ込めることで放射能が減衰される。フィル
タベントにより、福島原発事故時には、
10000TBq 放出されたとされる放射性物質
（セシウム 137）が、島根２号機では 4.8TBq
まで抑えられるとしている。 
放射性物質放出後は、ＵＰＺについては、

毎時 20μSv を超える場合は一時移転等を行
うこととなるが、この基準は福島原発事故の

教訓やＩＡＥＡ（国際原子力機関）の国際基
準も踏まえ、国際基準よりも一定程度厳しめ
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４．第２回島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議について資料４ 

 質問・意見 回答主旨 

な数字をとっており、基本的にこの数値に従
っていれば健康上の影響は大きくない。 

⑫ 〔避難対策の実効性〕 
様々な課題がある中で、避難計画の実効性

はなく、住民は原子力災害が起こった際の避
難に不安を抱いている。 
避難計画には、最低限ここまで出来ていな

いといけないという基準を設けるべきでは
ないのか。 
また、避難計画の実効性が有るのか無いの

かは、避難することとなる住民一人ひとりが
判断すべきではないか。 
どんなに対策を講じてもこれで十分とい

うことはないので、計画の精度をきめ細かく
バージョンアップしていく努力は避難先を
含む中国５県全体でやっていただきたい。 

【特】【安】 

避難計画の実効性は、有るか無いかという
問題ではなく、また、ここまでやれば十分と
いう問題でもなく、継続して高めていくもの
と考えている。 
避難計画の実効性を高めていくためには、

行政対応者の対応能力と住民の方々の理解
の２つが要素と考えている。 
対応能力については、避難先や避難経路、

経路が使えない場合の対応等を、関係省庁や
関係自治体がそれぞれの計画を持ち寄って
連携を取れるようにしてきた。また、訓練等
を通じて、これからも計画は継続的に見直し
て、実効性を向上させていく。 
（住民の方々の理解については、①のとお

り。） 

⑬ 
 
確
認 

⑥ 

〔避難が長期化した場合の補償〕 
避難が長期化した場合、どのような対応が

とられるのか。補償はされるのか。 
【住】 

仮に長期化した場合は、福島の例を踏まえ
ながら支援のスキームを用意している。 
また、原発事故が起きた場合の被災者の救

済等を目的として、原賠法、補償契約法があ

り、最終的には中国電力が補償を行うことに
なっており、必要に応じて国もそのための援
助を行う。 

⑭ 〔行政機能の機能不全時の対応〕 
 広域避難の司令塔になる県庁が原発から
9km 弱、松江市役所も 10km 以内であり、機
能不全になることを危惧している。 
機能不全を防ぐための方策は県だけでな

く、国も責任を持ち、重視すべき問題だと思
うがどうか。 

【住】 

万が一、庁舎が機能不全になった場合、自
治体において業務継続計画を立てていると
思うが、国も原子力災害対策本部を立ち上げ
るので、国と自治体が一体となって、避難指
示後の住民避難等に落ちがないよう対応し
ていきたい。 
また、県災害対策本部の移転が必要になっ

た場合に備え、移転先における通信連絡設備

や、移転先が 30km 圏内であることを考慮し
た放射線防護対策設備が整備されている。 

 

 

〔国のエネルギー政策に係るもの〕 

 質問・意見 回答主旨 

① 〔原発の必要性〕 
海外では原発を止めている国があるの

に、日本で維持しようとする理由は何か。 

【特】【住】 

ＩＥＡ（国際エネルギー機関）は、「クリ
ーンエネルギーへの転換において原子力は
重要な役割を果たす」としており、米国、

欧州、中露をはじめ、原子力政策を積極的
に推進している国もある。 
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 質問・意見 回答主旨 

資源の乏しい我が国の経済や生活を守っ
ていくためには、電力の安定供給、経済効
率性、環境適合の観点から、安全性の確保
を大前提とした上で、原子力を使っていか
ざるを得ない。 

② 〔原発の必要性〕 
原子力の発電コストが低いとは言えなく

なったという指摘があるが、メリットは薄
れているのか。 

【特】【住】 

コスト試算は、更地に新たな発電施設を
建設する前提であり、最も低い事業用太陽
光と比べて、原子力が若干高いが、低廉な
電力となっている。 
なお、この試算では、原子力については、

安全対策費、核燃料サイクルや使用済燃料
最終処分費、事故リスク費用が含まれてい
るが、事業用太陽光については、天候によ
って左右される出力を火力や揚水発電でバ
ックアップするためのコストは含まれてい
ない。 

③ 〔原発の必要性〕 
電気が足りている現状で、原発を稼働す

る必要が本当にあるのか。 
【特】 

電気は現状では足りてはいるが、需給の
状況は逼迫してきている。その中で地球温
暖化に対応するためには再生可能エネルギ
ーの導入を図る必要があるが、賦課金とい
う形で国民負担が増えていくこと、気象条

件により出力が不安定なことなどの課題が
ある。こうしたことを踏まえると、原発も
一定程度必要である。 
日本が抱えるエネルギー事情を丁寧に説

明していく。 

④ 
 
確
認 
⑦ 

〔原発の必要性〕 
ＣＯ２の排出削減目標について、原発では

なく、再生可能エネルギーでは達成できな
いのか。 

【特】 

再生可能エネルギーについては、天候等
による変動を火力発電でバックアップする
必要があること、賦課金という形で国民負
担が増えていくこと、適地が限られている
ことなどから、一定の制約がある。 

その主力電源化に向けて最大限取り組ん
だとしても、電源構成の 20～22％を原発に
頼らざるを得ない。 

⑤ 
 
確
認 
⑦ 

〔原発の必要性〕 
 今の日本のエネルギー事情を考えたとき
に原発は必要不可欠な電源であるというこ
とを政府がはっきりと示すべきではない
か。 

                                             
【特】 

資源が乏しい日本において安定かつ安価
で気候変動問題を考えたときに、原子力は
欠かせないというのが政府の認識であり、
国民、県民の皆様にも直接説明する機会を
数多く作っていく。 
 

⑥ 

 
 

〔核燃料サイクル〕 

放射性廃棄物の問題の目処が立っていな
い中で、原発を動かしてもらっては困る。 

六ヶ所村の再処理工場、ＭＯＸ燃料加工

工場に規制委員会の許可が出たこと、最終
処分について２町村で文献調査が開始され

37



４．第２回島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議について資料４ 

 質問・意見 回答主旨 

 
 
 
 

仮に六ヶ所の再処理工場が稼働すれば、
年間８トンのプルトニウムが出てくるが、
使うあてもなく、核不拡散条約に抵触し、
国際的な信用を失う重要な問題ではない
か。 
使用済ＭＯＸ燃料の再処理については、

全く予定が立っていないなど、核燃料サイ
クルには多くの課題がある。 

【特】【安】【住】 

たことは一定の前進と考えている。 
廃棄物については社会全体で必ず解決し

なければならない課題であり、政府として
強い決意と責任を持って取り組んでいく。 
ＩＡＥＡ（国際原子力機関）では、日本

にあるプルトニウムを含む全ての核物質が
平和的な利用に留まっているという結論を
出している。 
電気事業連合会においても新たなプルサ

ーマル計画を令和２年 12月に策定し、プル
サーマルを早期かつ最大限導入することと

している。 

⑦ 
 
 

〔原発の必要性〕 
国が、原発の再稼働を国策として進める

ことを説明し、安全性についてしっかりと
検証すれば、国民の理解は得られるのでは

ないか。再稼働は必要であると考えている。 
                       

【住】 
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〔中国電力に係るもの〕 

 質問・意見 回答主旨 

① 〔安全協定〕 
立地自治体並みの安全協定締結を望む周

辺自治体からの要請に対し正面から答えよ
うとしない中国電力の姿勢について改善を
求めたい。周辺自治体に対し立地自治体並み
の安全協定を認めることが、中国電力の信頼
回復につながるのだと思う。 

【特】 

事前了解等については、これまでの経緯を
踏まえ対応をしているが、周辺自治体の住民
の安全と環境の保全を守るという安全協定
の趣旨は全く同じである。 
安全協定だけが、住民の安全を守るもので

はないと考えており、原子力防災の取組も含
めて協議しながら、できる限りの対応をして
いく。 

② 〔原子力事業者としての資質〕 

中国電力の度重なる不適切事案について
は、原発に反対の立場からだけでなく、様々
な立場の方から不安の声を聞いている。安全
文化醸成のために、しっかりと対応いただき
たい。 
人口が集中する県庁所在地に唯一ある島

根原発の設置者として、福島原発事故から得
られた教訓を踏まえ、緊張感を持ち、県民の
安全確保を担保することが、中国電力の大き
な役割と使命だと思う。 

【特】 

安全文化の意識醸成の取組を、社員のほ

か、協力会社に対してもしっかりやるととも
に、しっかりと指導するための監視評価組織
を立ち上げた。 
意識の醸成と監視・管理の両面での取組に

より、全員が同等の安全文化の意識をもてる
ように取り組む。 
発電所が県庁所在地にあり、事故があれば

非常に影響が大きいと認識している。 
福島原発事故においては、情報の一元化が

出来なかったことが最大の教訓と考えてお
り、防災ネットワークを含めた体制をしっか

り構築した。 
想定外の場合の危機管理については、トッ

プ以下しっかりした対応力が持てるように、
教育のプログラムを受けるなど、引き続き、
緊張感をもってトラブルを起こさないよう
にしっかりと管理対応していく。 

③ 〔使用済燃料の最終処分〕 
 島根原発の使用済燃料は全量搬出される
のか。 
 乾式キャスクを設置する予定はあるのか。 

【住】 

島根原発は貯蔵容量にまだ余裕があるた
め、当面現行の貯蔵設備を活用する。 
将来は、「使用済燃料の貯蔵状況等を勘案

して、敷地内外における乾式貯蔵施設等種々
の貯蔵方策について検討する。 

④ 〔原子力事業者としての責任〕 
避難計画の実効性を高めるために絶えず

努力をしなければならないという多大な負
担を強いていることを、中国電力は認識して
いるのか。 

【特】 

福島のような事故を二度と起こしてはな
らないという気持ちで、しっかりと安全対
策、新規制基準にも対応してきた。 
事故を起こさないよう最大限努力した上

で、防災対策に対しても、ストレッチャー車
両の支援や、汚染測定のための 1300 人の社
員の派遣など、最大限の協力していく。 
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〔その他〕 

 質問・意見 回答主旨 

① 
 
確
認 
⑧ 

〔判断時期〕 
国は、なぜ設置変更許可後という時期に県

に対し再稼働に対する理解の要請を求めて
きたのか。 

【住】 

他地域と同様の扱いとしている。 

② 〔アンケート、住民投票〕 
いったん再稼働すれば、住民は長期に渡り

リスクを負うことになるのに、その判断を一
部の人で決めてよいのか。例えば、アンケー

トや住民投票を行って合意形成するような
プロセスをつくるべき。 

【住】 

原発について理解を得る形については
様々な形があると考えており、国が一律に決
めるのは適切ではない。 
地域の自治体と良く相談の上、地元の理解

を得られるよう取り組んでいく。 
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②県から国への確認・要望事項について 

意見・質問等に関し、県として国に確認しておくべきと考えている事項 

【安全対策】 

① 中国電力は、これまで度重なる不適切事案を起こしてきている。これは、安全に

対する意識が低く、また、緊張感と責任感が著しく不足していたためと考えてい

るが、この様な事業者が安全に原発を運転するためにどの様な対応をとられるの

か。（原子力規制庁） 

 

② 意図的な航空機の衝突等のテロにより、原子力施設が被害を受けた場合は、原子

炉建屋は破壊されないのか。また、使用できる設備等で、放射性物質の放出や拡

散を防ぐことができるのか。（原子力規制庁） 

 

③ ミサイル攻撃等の武力攻撃事態やテロについては、どのように対応するのか。（資

源エネルギー庁） 

 

【避難対策】 

④ 大雪などのように広範囲にわたり一度に多くの支援が必要となる災害や、地震・

津波などのように多くの道路や港の被害が直ちに復旧ができない災害などが原子

力災害と併せて発生した場合、自治体だけでは対応が困難なケースも想定される。

例えば、避難ルートが自然災害等により使用できない場合は、あらかじめ定めた

代替ルートに変更、または、新たにルートを設定するとともに、迅速に道路を啓

開することとしているが、それでも道路が使えない場合、海上保安庁、自衛隊、

全国からの警察及び消防等の支援を得て、ヘリコプターや船艇を使用し避難を実

施する場合、どのように避難を行うのか。また、緊急時対応で定めた港湾等が、

津波等で被災した場合、具体的にどのようにヘリコプターや船艇で避難を行うの

か。（内閣府） 

 

⑤ 感染症流行下で、避難所を計画していた数よりも多く確保する必要が生じたとき、

また避難先の自治体が自然災害で被災して受入対応が難しい場合などで、岡山県、

広島県よりもさらに広域に避難者の受入調整を行わなければならないときは、自

治体の対応だけでは困難であり、国が前面に立って受入先自治体の確保のための

調整を行うことを改めて確認する。（内閣府） 

 

⑥ 避難が長期に及んだ場合の、二次避難先の確保や避難先・避難元自治体に対する

支援など、住民の避難先の生活について、国として具体的にどのような体制で、

どのような支援を行うのか。（内閣府） 
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【国のエネルギー政策】 

⑦ 仮に再生可能エネルギーだけで電力需要を賄うとした場合にどのような問題が生

じるのか。その問題を解決するために、政府の方針に基づいて原発の再稼働を進

めることが日本社会にとって必要不可欠なのか。（資源エネルギー庁） 

 

⑧ 設置変更許可が終わっただけで、設計及び工事計画認可、保安規定変更認可が終

わっていないのに、なぜこの時期に政府は、立地自治体に対し再稼働の理解要請

をするのか。（資源エネルギー庁） 
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島根県重点要望の内容（関連部分抜粋） 

【原子力規制庁】 

① 福島第一原子力発電所の事故を一刻も早く確実に収束させること 

 

② 島根原子力発電所２号機については、審査結果の説明に対する意見・要望を踏まえ、

再稼働について総合的に判断することとしているが、原子力事業者の監督官庁とし

て安全対策に万全を期すこと。さらに、設計及び工事計画認可の審査、保安規定変

更認可の審査、原子力規制検査についても、引き続き厳格に行うこと 

 

③ 島根原子力発電所３号機について、福島第一原子力発電所事故を踏まえて制定され

た新規制基準への適合性について、責任を持って厳格な審査を行い、適切な指導を

行うこと。また、審査結果については、県民や立地・周辺自治体にわかりやすく説

明を行うこと 

 

④ 島根原子力発電所の安全対策については、設備面での対応だけでなく、組織・人員

体制、手順、教育及び訓練といった人的な対応についても、厳格に確認を行うこと 

 

⑤ 中国電力が行う島根原子力発電所１号機の廃止措置の実施にあたっては、住民の安

全確保及び環境の保全の観点から、廃止措置中の適切な使用済燃料の管理や譲渡し、

廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物等の管理や処分が適切に行われるよう、厳格

に確認を行うこと。また、放射性廃棄物の処分に係る規制基準を早急に確立するこ

と 

 

【内閣府原子力防災担当】 

⑥ 島根地域全体の避難計画である緊急時対応がまとめられ、内閣総理大臣を議長とす

る原子力防災会議において了承されたところであるが、今後も原子力防災訓練等を

通じた確認や、計画の具体化・充実化を継続して進めることが必要であり、要配慮

者対策、避難先や移動手段の確保、国の実働組織の支援等について、必要な支援・

協力を行うこと 

 

⑦ 県が計画的に進めている、避難退域時検査、緊急時モニタリング、避難所等で必要

となる資機材、安定ヨウ素剤及び円滑な避難を確保するための施設等の整備・維

持・更新等について、国は必要な財政支援を行うこと 

また、原子力災害対策事業費補助金等の支援制度を拡充し、万が一行政機能を移転

せざるを得ない場合の移転先における必要な通信環境及び資機材整備などについ

て、新たに補助対象へ加えること 

 

⑧ 地方自治体の原子力安全・防災対策に従事する職員人件費など必要な経費について

の財政措置を講じること 
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【資源エネルギー庁】 

⑨ 第６次エネルギー基本計画が策定されたが、国のエネルギー政策や原子力発電の必

要性などについては、県民や立地・周辺自治体の理解と納得が得られるよう、国が

明確に示していくこと 

 

⑩ 使用済燃料の搬出や譲渡しが確実に行われるよう、使用済燃料の処理・処分などの

核燃料サイクルの課題の解決について、国が前面に立った取組を加速させること 

 

⑪ 原子力発電所の必要性や国のエネルギー政策等について、県民や立地・周辺自治体

に対し、丁寧にわかりやすく説明すること 

 

⑫ 原子力発電所の稼働・再稼働の判断に県民や立地・周辺自治体の意見が適切に反映

できる具体的な仕組みを示すこと 

 

⑬ 廃炉等に伴って生じる低レベル放射性廃棄物の処分については、発生者責任の原則

の下、原子力事業者等が処分場確保に向けた取組を着実に進めることを基本としつ

つ、国としても、処分の円滑な実現に向け、必要な取組を進めること 

 

⑭ 原子力災害が発生した場合、一般住民及び避難行動要支援者の避難がより円滑に実

施できるよう、道路整備等の支援の拡充を行うこと 

 

⑮ 地方自治体の原子力安全・防災対策に従事する職員人件費など必要な経費について

財政措置を講じること 

 

⑯ 原子力発電施設については、廃止が決定された後も原子力安全・防災対策など行政

の財政負担が引き続き生じること、また、立地自治体の経済、雇用、財政等への影

響への考慮が必要であることから、電源三法交付金・補助金については、原子力発

電施設の撤去完了までを見据えた制度とすること 

 

⑰ 平成２８年度に創設された補助金や増額された交付金については、原子力発電所の

廃止措置期間中における立地自治体の財政に影響を及ぼすことがないよう、対象事

業や交付金額・期間に十分に配慮したものとすること 

 

⑱ 電源三法交付金については、原子力発電所の安全確保のための運転停止期間中にお

ける「みなし規定」の見直しにより交付水準が低下したが、原子力発電所の立地に

伴う財政需要に配慮し、十分な交付水準を確保すること 

 

⑲ 原子力発電所の長期停止による地域経済の停滞に対し、独自の産業・雇用対策を実

施するため交付金制度の充実を図ること 

 

⑳ 各地域において脱炭素社会が実現するよう、再生可能エネルギー導入促進や省エネ

ルギー推進に向けた支援制度を拡充するとともに、必要な財政措置を講じること 
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【防衛省】 

㉑ 日本海を隔てて北朝鮮と隣接する位置関係、離島や長い海岸線を有する地理的状況

さらには、原子力発電所が立地する島根県の事情等を考慮し、県内において、出雲

駐屯地をはじめ自衛隊の配備体制の充実を図ることや、日本海側の警戒態勢の強化

に向けた自衛隊艦船の浜田港など県内への寄港回数を増加させること 

 

 

 

45



４．第２回島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議について資料４ 

●意見交換における出雲市長発言要旨 

〔国への要望〕 

① 広域避難計画の実効性を高めていくためには、国の関与が不可欠であり、住民の

避難にあたり、自治体が支援要請を行った場合には、国は必要な支援をしっかり

と行っていただきたい。また、原子力災害にも対応できる部隊の配置を含め、陸

上自衛隊出雲駐屯地の機能・人員・設備の拡充など支援体制の強化をお願いした

い。 

 

② 国の支援制度を拡充し、原子力安全対策・防災対策に従事する職員の人件費や、

避難所、一時集結所となる施設の改修経費などについて、対象経費に加えていた

だきたい。 

 

③ 本市の本庁舎や、その代替施設として位置づけている消防本部庁舎は、いずれも

ＵＰＺ内にある。庁舎が立地する区域に避難等の指示が出された場合でも、住民

の避難が完了するまで業務を継続する必要があるため、これらの庁舎の放射線防

護対策を実施していただきたい。 

また、市内には放射線防護対策を実施した病院や社会福祉施設がないため、市内

の原子力災害拠点病院及び社会福祉施設等の放射線防護対策を実施していただ

きたい。 

 

④ 原子力災害時の避難路や緊急輸送路としての役割が期待される道路の整備、特に

山陰自動車道「出雲・湖陵道路」及び「湖陵・多伎道路」の整備を加速し、また、

一般国道９号出雲バイパスの全線４車線整備を早期に事業化していただきたい。 

 

⑤ 国が原発の再稼働を進めるにあたっては、立地自治体の意見が最大限尊重される

ことを前提に、周辺自治体の意見も十分に反映される新たな法制度を構築してい

ただきたい。また、そうした法制度が構築されるまでの間の暫定的な措置として、

周辺自治体が立地自治体と同様な安全協定が締結できるように支援していただ

きたい。 

 

 

〔県への要望〕 

⑥ 広域避難にあたっては、避難先自治体との連携が重要である。避難先自治体に避

難所運営マニュアルの策定を働きかけるなど、避難先の理解促進に引き続き取り

組んでいただきたい。 

 

⑦ 避難開始当初は避難住民の送り出しに全力をあげなければならないが、本市では

同時に、市内避難のための避難経由所・避難所開設を行う必要がある。円滑な避

難のため、県の全面的な支援をお願いしたい。 
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⑧ 避難計画の理解促進や情報伝達手段の充実を図るため、避難ルートマップのバー

ジョンアップ、島根県版防災アプリや啓発ＤＶＤの作成、多言語にも対応した住

民向けのガイドブックの作成・配布を行っていただきたい。また、外国人住民や

外国人観光客を対象とした緊急時の情報伝達手段を構築していただきたい。 

 

⑨ 災害時に避難車両を必要な台数確保できるよう、平時から、新型コロナウイルス

感染症等により厳しい経営環境にあるバス事業者等に支援策を講じていただき

たい。 

 

⑩ より円滑な避難のために避難路や緊急輸送路として効果が期待できる道路の整

備を進めていただきたい。特に高規格道路「境港出雲道路」のほか、広域幹線道

路や地域内幹線道路を早期に整備していただきたい。 

 

⑪ 避難所、一時集結所となる施設の改修等については、国の補助制度の対象とされ

ていないため、市が実施する整備等に対し財政的な支援を講じていただきたい。 

 

⑫ 周辺自治体が、中国電力と立地自治体並みの安全協定を締結できるように、積極

的な働きかけをお願いしたい。 

 

〔中国電力への要望〕 

⑬ これまでどおり立地自治体と同様の安全協定の締結を求めていく。 

 

 

●県への要望に対する当日の県回答要旨 

〔⑥に対する回答〕 

・広域避難先となる岡山県、広島県とは、平成２６年に「原子力災害時における広域

避難に関する協定」を結び、両県の市町村に避難先施設の選定をはじめ、受入のた

めのご協力をいただいている。 

・受入マニュアルについては、避難所運営などは自然災害時と共通する部分が多いほ

か、原子力災害特有の事柄等については、県から「原子力災害時における広域避難

に関する避難者受入れに係るガイドライン」及びマニュアルのひな形で具体的に示

していることから、県としては、マニュアルが策定されていない自治体でも避難住

民を受入れることは可能と考えている。 

・一方で、より円滑な避難受入れのためには、避難先自治体自身のマニュアルとして

作成いただくことも大切と考えているため、引き続き、岡山県及び広島県と連携を

とりながら、マニュアルの策定の促進に市と一緒になって取り組んでいきたい。 
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〔⑦に対する回答〕 

市内で多数の避難所の開設が必要となるなど、市に対して円滑な避難のための支

援が必要となった場合には、県が行う支援要員の派遣に加え国への支援要請や、災

害時の応援協定に基づく他の都道府県への協力依頼、中国電力に対する要員派遣の

要請など、様々な手段を講じて支援を行っていく考えである。 

 

〔⑧に対する回答〕 

県では、外国人向けに「やさしい日本語」を使った防災パンフレットの作成や、

多言語による訓練時の事前周知等を行ってきているが、居住又は一時滞在する外国

人の方を意識した平時の広報・緊急時の情報伝達も重要なことと考えており、市と

一緒になって取り組んでいきたい。 

 

〔⑨に対する回答〕 

新型コロナ感染症の影響を受けて、バス事業者や県民生活の厳しい状況を踏ま

え、これまでも支援を行ってきたが、今後の支援についても引き続き検討していく。 

 

〔⑩に対する回答〕 

・より円滑な避難が可能となるよう、国に対しては、道路整備等の支援の拡充を、引

き続き要望していく。 

・県の幹線道路の整備については、昨年度策定した「島根の『つなぐ道プラン    

２０２０』」において、災害時や緊急時の輸送路として重要な機能を担う「骨格幹

線道路」を優先的に整備すること、また、道路防災対策（落石対策、橋梁耐震化等）

については「緊急輸送道路」から優先的に実施する方針を定めており、これに基づ

き整備を進めていく。 

 

〔⑪に対する回答〕 

これまでも、島根県原子力防災安全等対策交付金を交付しているが、更にどのよ

うな支援ができるのか考えたい。 

 

〔⑫に対する回答〕 

・安全協定については、立地自治体と周辺自治体の双方がそれぞれ異なる立場から妥

当な内容を主張されていると受け止めており、どちらかに与して、こうすべきと言

うことは適当でないと考えている。 

・周辺自治体と中国電力との安全協定の問題としてではなく、国に対して、立地自治

体・周辺自治体の双方の意見が、稼働・再稼働の判断に、適切に反映される仕組み

を要望していく。 
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●中国電力への要望に対する県コメント 

中国電力への要望については、次回、中国電力から回答を行うよう依頼する。 

 

 

●知事発言要旨 

・各市長から発言があった国への確認・要望事項については、県の確認・要望事項と

ともに国に対して確認・要望していきたい。 

 

・住民への避難方法の周知については、島根地域の緊急時対応がとりまとめられたタ

イミングでもあり、県と３市が一体となって取り組みたい。 

 

・県による財政支援への要望について、３市に対しては、これまでも核燃料税を財源

とした原子力防災安全等対策交付金を交付しているが、この制度の中で、さらにど

のような支援ができるのか検討したい。 
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【参考】安来市長及び雲南市長の発言要旨と当日の県回答要旨 

●安来市長の発言要旨 

（国への要望） 

① 原発の必要性について、国民に対し分かりやすく説明するとともに、島根県民の

生活にとっては原発立地自体によるメリットは少ないため、十分なコンセンサス

が得られるよう、特に丁寧に対応していただきたい。 

② 高レベル放射性廃棄物処分の見通しについて早急に明らかにするとともに、住民

に分かりやすく説明していただきたい。 

③ 周辺自治体が立地自治体と同様の安全協定を電力会社と締結できる制度等を検

討していただきたい。 

（県への要望） 

④ 原子力災害が発生した際、公助にあわせ自助・共助による災害対応が重要である

ことから、自助・共助の効果を高めるため、地域住民の繋がりを深めるなど地域

活動の活性化が図られるよう、以下の点について支援していただきたい。 

・原子力災害も含め住民への情報伝達手段の充実のため防災情報伝達の主要手

段である行政告知端末の設置促進・更新と維持管理 

・地域活動の拠点や災害時の避難所となる公共施設の修繕や改修 

・共助の基礎となる自治会等地域組織の活性化 

・自主防災組織等の育成や結成促進 

（中国電力への要望） 

⑤ これまで運営管理上生じた様々な問題により、住民は不安を感じていることか

ら、適切に安全対策を実施し、要員育成・訓練等の対応が行われることを分かり

やすく説明するとともに、随時、新しい知見を取り入れるなどにより、不断の対

策の向上が図られるよう対応していただきたい。 

⑥ 原子力発電所で施設敷地緊急事態が発生した場合、それ以降、事業者は事態を収

拾させるための応急措置を講じるとともに、措置の内容を報告することが定めら

れている。 

事故による放射性物質の大規模放出を避けるなどの目的でやむを得ずフィルタ

ベントを実施する場合、そうでない場合に比べて、その影響は相当程度抑えられ

ると考えられるものの、敷地外へ影響を及ぼすことになるため、フィルタベント

ベントに関する情報についても確実に報告されるよう留意いただきたい。 

⑦ 原発のテロ対策ついて、核物質防護上、詳細な説明が困難である点は理解できる

が、ハード・ソフト両面の対応、要員育成・訓練等が適切に行われることを分か

りやすく説明するとともに、不断の向上が図られるよう対応すること。加えて、

特定重大事故等対処施設が未整備の状態でも、十分な対応が取られることを明ら

かにしていただきたい。 

⑧ 社会・経済活動を行う上で重要な、安定した電力供給や電気料金の低廉化に努め
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ていただきたい。 

⑨ 島根原発１号機の廃止措置計画の了解時に県が「地元企業への工事発  注など地

域振興に特段の配慮をすること」を要請しているが、例えば、工事や点検業者に

ついて周辺市の宿泊施設を利用してもらうなど中国電力は周辺市の地域振興に

も配慮していただきたい。 

 

（県への要望に対する当日の県回答要旨） 

〔④対する回答〕 

これまでも、島根県原子力防災安全等対策交付金を交付しているが、更にどの

ような支援ができるのか考えたい。 

 

●雲南市長の発言要旨 

（国への要望） 

① 緊急時対応、広域避難の実効性を高める訓練などの原子力防災対策について、引

き続き前面に立って取り組んでいただきたい。 

② 関係の支援制度を拡充し、原子力安全対策・防災対策に従事する職員の人件費や、

緊急時の代替庁舎、避難退域時検査場所、避難所、一時集結所となる施設の改修

に係る経費などについて、支援の対象経費に加えていただきたい。 

また、立地自治体には、電源三法交付金による財源措置がなされている一方で、

周辺自治体にはそうした措置がないことを踏まえ、周辺自治体に対しても、適切

な財政措置を講じていただきたい。 

③ 広域避難計画をより実効性あるものとするため、道路等の環境整備に国が責任を

持ち継続的に支援するとともに、避難ルートとなる道路（松江道、国道、県道）

については、優先的に災害に強い整備改修を進めていただきたい。 

④ 使用済燃料及び放射性廃棄物の安全かつ確実な処理及び処分について、引き続き

前面に立って取り組んでいただきたい。 

⑤ 将来的に原子力発電に頼らない電源構成を目指し、再生可能エネルギーの普及

と、これを主力電源とするエネルギー政策を早期に確立していただきたい。 

⑥ 原子力発電所の安全対策上重要な事項について、周辺自治体の意見が十分に反映

されるよう、国が周辺自治体の意見聴取を行うなどの新たな制度を創設していた

だきたい。 

（県への要望） 

⑦ 住民が迅速かつ安全に避難できるよう、避難計画の確立と実効性確保に努め、避

難退域時検査による汚染拡大の防止のための適切な対応を行っていただきたい。 

⑧ ＵＰＺ内にある市役所本庁舎の緊急時の代替庁舎となる施設や一次集結所、避難

退域時検査場所となる市有施設等の整備については、国の補助制度の対象とされ

ていないため、県が、市の実施する整備等に対し財政的な支援を講じていただき

たい。 
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⑨ 周辺自治体が中国電力株式会社と立地自治体と同等な安全協定を締結できるよ

う、引き続き必要な支援を講じていただきたい。 

（中国電力への要望） 

⑩ 原子力災害が発生した場合の、ＵＰＺ内を就労、買い物等で生活圏としている隣

接区域の住民に対する補償について具体的に検討していただきたい。 

⑪ 広域避難計画について、市民が迅速かつ安全に避難できるよう、事業者として最

大限関与していただきたい。 

 

（県への要望に対する当日の県回答要旨）  

〔⑦に対する回答〕 

・避難退避時検査場所やその周辺の道路などの放射性物質による汚染状況につい

ては、県も加わって行う緊急時モニタリングの中で、走行サーベイや航空機モ

ニタリング等の方法により調査を行う。 

・その上で、必要に応じて国の責任において除染等の措置が確実に実施されるも

のと理解している。 

〔⑧に対する回答〕 

これまでも、島根県原子力防災安全等対策交付金を交付しているが、更にどの

ような支援ができるのか考えたい。 

〔⑨に対する回答〕 

・安全協定については、立地自治体と周辺自治体の双方がそれぞれ異なる立場か

ら妥当な内容を主張されていると受け止めており、どちらかに与して、こうす

べきと言うことは適当でないと考えている。 

・周辺自治体と中国電力との安全協定の問題としてではなく、国に対して、立地

自治体・周辺自治体の双方の意見が、稼働・再稼働の判断に、適切に反映され

る仕組みを要望していく。 
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出
雲
市
の
原
子
力
防
災
の
取
組

出
雲
市

防
災
安
全
部

防
災
安
全
課

1

令
和
３
年
１
１
月
住
民
説
明
会
資
料

資
料

５



目
次

2

１
．
島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
機
に
関
連
す
る
経
過

２
．
原
子
力
災
害
に
備
え
た
広
域
避
難
計
画

３
．
中
国
電
力
株
式
会
社
と
の
安
全
協
定
に
関
す
る
取
組

４
．
今
後
の
対
応



１
．
島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
機
に
関
連
す
る
経
過

3

年
月
日

内
容

平
成
元
年

2
月

1
0
日

営
業
運
転
を
開
始

平
成

2
3
年

1
月

2
5
日

出
雲
市
と
中
国
電
力
が
「
島
根
原
子
力
発
電
所
に
係
る
出
雲
市
民
の
安

全
確
保
、
情
報
連
絡
等
に
関
す
る
協
定
」
を
締
結

平
成

2
3
年

3
月

1
1
日

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
発
生

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故

平
成

2
3
年

1
2
月

2
5
日

出
雲
市
と
中
国
電
力
が
「
島
根
原
子
力
発
電
所
に
係
る
出
雲
市
民
の
安

全
確
保
等
に
関
す
る
協
定
」
を
締
結

平
成

2
4
年

1
月

2
7
日
～

定
期
検
査
中
（
運
転
停
止
）

平
成

2
4
年

8
月

2
9
日

出
雲
市
、
安
来
市
及
び
雲
南
市
（
周
辺
３
市
）
か
ら
中
国
電
力
に
対
し
、

原
子
力
安
全
協
定
の
締
結
に
関
す
る
申
し
入
れ
（
１
回
目
）

平
成

2
5
年

7
月

8
日

新
規
制
基
準
施
行

平
成

2
5
年

1
0
月

1
8
日

周
辺
３
市
か
ら
中
国
電
力
に
対
し
、
原
子
力
安
全
協
定
の
締
結
に
関
す

る
申
し
入
れ
（
２
回
目
）

平
成

2
5
年

1
2
月

2
5
日

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
（
２
号
機
の
新
規
制
基
準
適
合
性
確
認
）



4

１
．
島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
機
に
関
連
す
る
経
過

年
月
日

内
容

平
成

2
8
年

3
月

2
8
日

周
辺
３
市
か
ら
中
国
電
力
に
対
し
、
原
子
力
安
全
協
定
の
締
結
に
関
す

る
申
し
入
れ
（
３
回
目
）

平
成

2
9
年

2
月

1
0
日

周
辺
３
市
と
中
国
電
力
が
「
島
根
原
子
力
発
電
所
に
係
る
出
雲
市
民
、

安
来
市
民
及
び
雲
南
市
民
の
安
全
確
保
等
に
関
す
る
協
定
」
を
締
結

平
成

3
0
年

7
月

4
日

周
辺
３
市
か
ら
中
国
電
力
に
対
し
、
原
子
力
発
電
所
立
地
自
治
体
と
同

様
の
安
全
協
定
の
締
結
に
関
す
る
申
し
入
れ
（
４
回
目
）

令
和

3
年

8
月

1
1
日

・
2

4
日

周
辺
３
市
の
申
し
入
れ
に
対
す
る
中
国
電
力
か
ら
の
回
答

令
和

3
年

9
月

1
4
日

第
１
回
島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
機
の
再
稼
働
判
断
に
係
る
知
事
・
３
市
長
会
議

令
和

3
年

9
月

1
5
日

２
号
機
の
原
子
炉
設
置
変
更
許
可

令
和

3
年

1
0
月

2
4
日

島
根
原
子
力
発
電
所
に
関
す
る
住
民
説
明
会
（
県
・
出
雲
市
共
催
）

令
和

3
年

1
1
月

1
日

出
雲
市
原
子
力
安
全
顧
問
会
議

令
和

3
年

1
1
月

5
日

出
雲
市
原
子
力
発
電
所
環
境
安
全
対
策
協
議
会

令
和

3
年

1
1
月

9
日

第
２
回
知
事
・
３
市
長
会
議



5

２
．
原
子
力
災
害
に
備
え
た
広
域
避
難
計
画

（
１
）
原
子
力
災
害
と
は

 

原
子
力
災
害
と
は
、
原
子
力
発
電
所
な
ど
で
重
大
事
故
が
起
き
、
大
量
の
放

射
性
物
質
や
放
射
線
が
外
へ
放
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
被
害
の
こ
と

を
い
い
ま
す
。
大
量
の
放
射
性
物
質
や
放
射
線
は
、
土
壌
汚
染
や
放
射
線
被
ば

く
と
い
っ
た
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。



6

（
１
）
原
子
力
災
害
と
は

原
子
力
災
害
で
は
、
放
射
性
物
質
及
び
放
射
線
の
放
出
が
起
こ

り
、
地
震
や
風
水
害
な
ど
と
異
な
り
、
以
下
の
よ
う
な
特
殊
性
が

あ
り
ま
す
。

各
自
の
判
断
で
行
動
せ
ず
、
県
や
市
の
指
示
内
容
を
よ
く

確
認
し
、
冷
静
に
判
断
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

①
五
感
に
感
じ
な
い

（
見
え
な
い
、
に
お
わ
な
い
、
肌
に
感
じ
な
い
な
ど
）

→
た
だ
し
、
放
射
線
測
定
器
に
よ
り
測
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
被
害
の
程
度
が
自
分
で
判
断
で
き
な
い

→
放
射
線
な
ど
に
関
す
る
知
識
が
必
要
で
す
。



7

（
２
）
放
射
性
物
質
放
出
前
の
防
護
措
置

原
子
力
発
電
所
か
ら
概
ね
５

k
m
か
ら
３
０

k
m
ま
で
の
地
域
に
お
住
ま
い
の

方
等
は
、
事
故
が
進
展
し
、
全
面
緊
急
事
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
避
難
や
一

時
移
転
の
指
示
が
出
る
ま
で
屋
内
退
避
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

警
戒

事
態

（
Ａ
Ｌ
）

例
）
全

交
流

電
源

喪
失

Ｐ
Ａ
Ｚ

～
5㎞

Ｕ
Ｐ
Ｚ

5㎞
～

30
㎞

施
設
敷
地
緊
急
事
態
要
避
難
者
の

避
難
準
備
開
始
、
避
難
の
実
施
に

よ
り
健
康
リ
ス
ク
が
高
ま
る
者
の
屋

内
退
避
準
備
開
始

施
設
敷
地
緊
急
事
態
要
避
難
者

の
避
難
開
始
、
避
難
の
実
施
に
よ

り
健
康
リ
ス
ク
が
高
ま
る
者
の
屋
内

退
避
開
始

住
民
の
避
難
準
備
開
始

安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
服
用
準
備

住
民
の
避
難
開
始

安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
服
用

屋
内
退
避
の
準
備

施
設

敷
地

緊
急

事
態

（
Ｓ
Ｅ
）

例
）
全
交
流
電
源
の

3
0
分
以
上
喪
失

全
面

緊
急

事
態

（
Ｇ
Ｅ
）

例
）
炉

心
冷

却
機

能
喪

失

屋
内
退
避



外
か
ら
帰
っ
て
き
た
人
は
、

着
替
え
て
顔
や
手
を
洗
い
、

着
替
え
た
衣
服
は
ビ
ニ
ー
ル

袋
に
保
管
し
、
他
の
衣
服
と

区
別
し
ま
し
ょ
う
。

ド
ア
や
窓
を
閉
め
、
エ
ア
コ

ン
（
外
気
導
入
型
）
、
換
気

扇
を
止
め
ま
し
ょ
う
。

食
品
に
フ
タ
を
し
た
り
し
ま

し
ょ
う
。

テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど
で
発

表
さ
れ
る
新
し
い
情
報
を
待

ち
ま
し
ょ
う
。

「
屋
内
退
避
」
（
＝
建
物
に
入
る
）
だ
け
で
も
放
射
線
の
影
響
を
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

特
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
で
は
、
効
果
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

放
射
性
物
質
の

侵
入
を
防
ぐ

体
に
つ
い
た
放
射
性

物
質
を
洗
い
流
す

放
射
性
物
質
に
よ
る

汚
染
を
防
ぐ

正
確
な
情
報

を
つ
か
む

8

屋
内
退
避
の
指
示
が
出
た
ら

●
不
要
不
急
の
外
出
は
控
え
、
自
宅
や
職
場
、
最
寄
り
の
公
共
施
設
の
中
な
ど
に
入
り
ま
し
ょ
う
。

（
地
震
等
に
よ
り
自
宅
で
の
屋
内
退
避
が
困
難
で
あ
る
よ
う
な
場
合
は
、
公
共
施
設
の
中
に
入
り
ま
し
ょ
う
）

●
感
染
症
流
行
下
で
屋
内
退
避
す
る
際
に
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
被
ば
く
を
避
け
る
こ
と
を
優
先
し
、

屋
内
退
避
の
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
間
は
原
則
換
気
を
行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

8

（
３
）
屋
内
退
避
の
留
意
点



9

（
４
）
放
射
性
物
質
放
出
後
の
防
護
措
置

原
子
力
発
電
所
か
ら
概
ね
５

k
m
か
ら
３
０

k
m
ま
で
の
地
域
に
お
住
ま
い
の

方
等
は
、
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
、
空
間
放
射
線
線
量
率
が
基
準
値
よ

り
高
く
な
っ
た
場
合
は
、
屋
内
退
避
を
継
続
す
る
の
で
は
な
く
、
避
難
、
一
時

移
転
を
行
い
ま
す
。

緊
急
防
護
措
置
【
O
IL
1
】

50
0μ

Sv
/h
 超

過
早
期
防
護
措
置

【
O
IL
2
】

20
μ
Sv
/h
 超

過

飲
食
物
摂
取
制
限
【
O
IL
6
】

0.
5μ

Sv
/h

超
過

U
P
Z

5㎞
～

30
㎞

数
時

間
内

を
目

途
に

区
域

を
特

定
1日

内
を
目
途
に
区
域
を
特
定

数
日

内
を

目
途

に
飲

食
物

中
の

放
射

線
核

種
濃

度
を

測
定

す
べ

き
区
域

を
特
定

避
難

（
移

動
が
困

難
な
者
の

一
時

屋
内
退
避
を
含
む

）
の
実
施

対
象

地
域

の
生
産

物
の
摂
取

を
制

限

1
週

間
程

度
内

を
目

途
に

飲
食

物
中

の
放

射
線

核
種

濃
度

の
測

定
と
分
析
を
実
施

対
象

地
域

の
住

民
を

1
週

間
程

度
内
に
一
時
移
転

避
難

等
さ

れ
る

住
民

等
を

対
象

に
避

難
退

域
時

検
査

を
実

施
し

て
、

基
準

を
超
え
る
際
は
簡
易
除
染

【
OI

L4
】

基
準

を
超

え
る
も

の
に
つ
き

摂
取

制
限
を
迅
速
に
実
施



（
５
）
避
難
等
の
指
示
が
出
た
ら
（
一
般
住
民
）

●
自
家
用
車
を
お
持
ち
の
方
は
、
自
家
用
車
で
避
難
等
を
行
い
ま
す
。

●
自
家
用
車
で
の
避
難
等
が
困
難
な
方
は
、
県
が
手
配
す
る
バ
ス
等
で
避

難
等
を
行
い
ま
す
。
バ
ス
等
は
一
時
集
結
所
に
手
配
さ
れ
ま
す
の
で
、

避
難
等
の
指
示
が
出
た
と
き
は
、
市
が
指
定
す
る
一
時
集
結
所
へ
集
合

し
ま
す
。

1
0

自
家
用
車
を
持
っ
て
い
る
方
は

自
家
用
車
で
避
難
し
ま
す
。

自
家
用
車
で
の
避
難
が
困
難
な

方
は
、
一
時
集
結
所
に
集
合
し

バ
ス
等
で
避
難
し
ま
す
。

Ii避
難
所

避 難 経 由 所

避 難 退 域 時 検 査

自
家
用
車
で
移
動

バ
ス
等
で
移
動

徒
歩
等

で
移
動

一
時

集
結
所



（
５
）
避
難
等
の
指
示
が
出
た
ら
（
避
難
行
動
要
支
援
者
等
）

1
1

●
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
さ
れ
て
い
る
方
や
、
在
宅
の
避
難
行
動
要
支
援

者
の
方
は
、
広
域
福
祉
避
難
所
（
一
般
の
避
難
所
よ
り
比
較
的
生
活
環

境
が
整
っ
た
避
難
所
）
へ
避
難
を
行
い
ま
す
。

●
病
院
の
入
院
患
者
の
方
は
、
直
接
、
避
難
先
の
病
院
へ
入
院
し
ま
す
。

社
会
福
祉
施
設

（
入
所
施
設
）

避
難
退
域
時
検
査

広
域
福
祉
避
難
所

病
院

避
難
退
域
時
検
査

避
難
先
病
院

●
社
会
福
祉
施
設
入
所
者

●
病
院
入
院
患
者

●
在
宅
避
難
行
動
要
支
援
者
等（

バ
ス
、
福
祉
車
両
、
自
衛
隊
車
両
・
ヘ
リ
等
）

（
福
祉
車
両
、
バ
ス
、
救
急
車
、
自
衛
隊
車
両
・
ヘ
リ
等
）

在
宅
避
難
行
動

要
支
援
者
等

一
時
集
結
所

避
難
経
由
所

広
域

福
祉
避
難
所

避 難 退 域 時 検 査

（
福
祉
車
両
、
自
衛
隊
車
両
・
ヘ
リ
等
）

（
救
急
車
、
自
衛
隊
車
両
・
ヘ
リ
等
）

（
自
家
用
車
等
）

（
バ
ス
等
）

（
車
両
・
徒
歩
等
）



（
６
）
市
内
避
難
の
対
象
地
域
と
避
難
先

1
2

避
難
対
象
地
域
・
地
区

避
難
先
（
地
区
）

平
田

伊
野
、
東
、
佐
香
、
檜
山

大
社
地
域
（
荒
木
地
区
）

灘
分

大
社
地
域
（
杵
築
地
区
）

久
多
美

出
雲
地
域
（
長
浜
地
区
）

平
田

湖
陵
地
域

佐
田
地
域

北
浜

多
伎
地
域

西
田

斐
川

出
東

出
雲
地
域
（
神
門
地
区
）

出
雲
地
域
（
古
志
地
区
）

荘
原

出
雲
地
域
（
神
西
地
区
）



（
７
）
県
外
（
広
島
県
）
避
難
の
対
象
地
域
と
避
難
先

1
3

避
難
対
象
地
域
・
地
区

避
難
先

避
難
対
象
地
域
・
地
区

避
難
先

平
田

鰐
淵

海
田
町

出
雲

今
市

廿
日
市
市

国
富

安
芸
高
田
市

朝
山
（
朝
山
町
）

大
竹
市

斐
川

久
木

鳶
巣

府
中
町

直
江

北
広
島
町

上
津

熊
野
町

阿
宮

安
芸
太
田
町

塩
冶

（
塩
冶
善
行
町
、
塩
冶

町
の
一
部
、
塩
冶
有
原

町
、
上
塩
冶
町
、
天
神

町
、
築
山
新
町
）

呉
市

伊
波
野

出
西

広
島
市

大
社

遙
堪

高
松

（
白
枝
町
、
浜
町
）

出
雲

高
浜
、
四
絡

川
跡
、
大
津

大
社

鵜
鷺

江
田
島
市

稗
原
（
宇
那
手
町
、

稗
原
町
）

坂
町

※
塩
冶
町
の
一
部
と
は
、
県
道
多
伎
江
南
出
雲

線
よ
り
北
側
の
区
域
を
い
い
ま
す
。



（
８
）

古
志

長
浜

荒
木

杵
築

湖
陵

佐
田

多
伎

神
西

神
門

北
浜
・西

田
地
区

避
難
先
：多

伎
地
域

【
一
時
集
結
所
】

〔
北
浜
〕

北
浜
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
、
北
浜
小
学
校
、
旧
塩
津
小
学
校

〔
西
田
〕

西
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
、
西
田
小
学
校
、
旧
光
中
学
校

【
基
本
経
路
】

県
道
2
50
号
→
県
道

27
5号

→
国
道
4
31
号

→
く
に
び
き
海
岸
道
路

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地
】
浜
山
公
園

【
避
難
経
由
所
】
道
の
駅
キ

ラ
ラ
多
伎

→
【
避
難
所
】
旧
田
儀
小

学
校

他
５

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】
西
部
高
齢
者
健
康
交
流
館

他
６

伊
野
・東

・佐
香
・檜

山
地
区

避
難
先
：
荒
木
地
区

【
一
時
集
結
所
】

〔
伊
野
〕
伊
野
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
伊
野
小
学
校

〔
東
〕

東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
青
少
年
の
家
サ
ン
レ
イ
ク
、
旧
東
小
学
校

〔
佐
香
〕
佐
香
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
三
津
町
自
治
会
館

〔
檜
山
〕
檜
山
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
旧
檜
山
小
学
校

【
基
本
経
路
】

国
道
4
31
号
→
県
道

28
号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地
】
浜
山
公
園

【
避
難
経
由
所
】
浜
山
公
園

→
【
避
難
所
】
大
社
高
校

他
４

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】
西
部
高
齢
者
健
康
交
流
館

他
６

灘
分
地
区

避
難
先
：杵

築
地
区

【
一
時
集
結
所
】

灘
分
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
灘
分
小
学
校
、
向
陽
中
学
校

【
基
本
経
路
】

国
道
4
31
号
→
県
道

28
号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地
】
浜
山
公
園

【
避
難
経
由
所
】
浜
山
公
園

→
【
避
難
所
】
大
社
小
学
校

他
６

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】
西
部
高
齢
者
健
康
交
流
館

他
６

北
浜
・
西
田
・
伊
野
・
東
・
佐
香
・
檜
山
・
灘
分
地
区
の
避
難
ル
ー
ト

【
凡
例
】避

難
退
域
時
検
査
候
補
地

浜
山
公
園

東
部
高
等
技
術
校

1 2

1
4



（
９
）

古
志

長
浜

荒
木

杵
築

湖
陵

佐
田

多
伎

神
西

神
門

久
多
美
地
区

避
難
先
：
長
浜
地
区

【
一
時
集
結
所
】

久
多
美
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
平
田
農
業
就
業
改
善
セ
ン
タ
ー
、

さ
く
ら
小
学
校

【
基
本
経
路
】

国
道
4
31
号
→
県
道

28
号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地
】
浜

山
公

園
【
避
難
経
由
所
】
浜
山
公
園

→
【
避
難
所
】
長
浜
小
学
校

他
５

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】
西

部
高
齢
者
健
康
交
流
館

他
６

平
田
地
区

避
難
先
：湖

陵
・
佐
田
地
域

【
一
時
集
結
所
】

平
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
平
田
文
化
館
・
福
祉
館
、
平
田
中
学
校

平
田
本
陣
記
念
館
、
平
田
高

等
学
校
、
平
田
小
学
校

【
基
本
経
路
】

国
道
4
31
号
→
県
道

28
号
→
国

道
4
31
号
→
県
道

39
号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地
】
浜

山
公

園
【
避
難
経
由
所
】
湖
陵
総
合
公

園
他
１

→
【
避
難
所
】

(湖
陵

)湖
陵
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

他
４

(佐
田

)佐
田
中
学
校

他
１

１
→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】
西
部
高
齢
者
健
康
交
流
館

他
６

出
東
地
区

避
難
先
：神

門
・
古
志
地
区

【
一
時
集
結
所
】

出
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
斐
川
東
中
学
校
、
出
東
小
学
校

【
基
本
経
路
】

国
道
９
号
→
国
道
4
31
号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地
】
東

部
高

等
技

術
校

【
避
難
経
由
所
】
東
部
高
等
技

術
校

→
【
避
難
所
】
神
戸
川
小
学

校
他
９

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】
西

部
高
齢
者
健
康
交
流
館

他
６

荘
原
地
区

避
難
先
：神

西
地
区

【
一
時
集
結
所
】

荘
原
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
荘
原
小
学
校
、
四
季
荘

【
基
本
経
路
】

国
道
９
号
→
国
道
4
31
号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地
】
東

部
高

等
技

術
校

【
避
難
経
由
所
】
東
部
高
等
技

術
校

→
【
避
難
所
】
神
西
小
学
校

他
３

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】
西

部
高
齢
者
健
康
交
流
館

他
６

【
凡
例
】避

難
退
域
時
検
査
候
補
地

浜
山
公
園

東
部
高
等
技
術
校

1 2

久
多
美
・
平
田
・
出
東
・
荘
原
地
区
の
避
難
ル
ー
ト

1
5



（
1

0
）

1
6

鵜
鷺
地
区

避
難
先
：江

田
島
市

【
一

時
集

結
所
】
鵜
鷺
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
旧
鵜
鷺
小
学
校

【
基

本
経

路
】

国
道

4
31
号
→
県
道

28
号
→
く
に
び
き
海
岸
道
路

→
国
道
９
号
→
江
津
道
路
→
浜
田
道
路

→
中
国
自
動
車
道
→
広
島
自
動
車
道
→
（

山
陽

自
動

車
道

）
【
避

難
退

域
時

検
査

候
補

地
】
浜
山
公
園

【
避

難
経

由
所
】
能
美
運
動
公
園

→
【
避
難
所
】
江
田
島
市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】
中
町
公
民
館

他
１

国
富
地
区

避
難
先
：安

芸
高
田
市

【
一

時
集

結
所
】
国
富
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
プ
ラ
ッ
ツ
金
山
館
、
国
富
小
学
校

【
基

本
経

路
】

国
道

4
31
号
→
県
道

28
号
→
く
に
び
き
海
岸
道
路

→
国
道
９
号
→
江
津
道
路
→
浜
田
道
路

→
中
国
自
動
車
道
→
広
島
自
動
車
道
→
（

山
陽

自
動

車
道

）
【
避

難
退

域
時

検
査

候
補

地
】
浜
山
公
園

【
避

難
経

由
所
】
甲
田
文
化
セ
ン
タ
ー
ミ
ュ
ー

ズ
他
１

→
【
避
難
所
】
甲
田
中
学
校

他
７

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】
高
宮
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
「
福
寿
荘
」
他
２

高
浜
・遙

堪
地
区

避
難
先
：広

島
市

【
一

時
集

結
所
】

〔
高
浜
〕
高
浜
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、

高
浜
小
学
校

〔
遙
堪
〕
遙
堪
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、

遙
堪
小
学
校
、
遙
堪
幼
稚
園

【
基

本
経

路
】

国
道

4
31
号
→
県
道

28
号
→
く
に
び
き
海
岸
道
路

→
国
道
９
号
→
江
津
道
路
→
浜
田
道
路

→
中
国
自
動
車
道
→
広
島
自
動
車
道
→
（
山

陽
自
動
車
道
）

【
避

難
退

域
時

検
査

候
補

地
】
浜
山
公
園

【
避

難
経

由
所
】
安
芸
矢
野
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
中

央
公
園

他
４

→
【
避
難
所
】
三
入
公
民
館

他
９
５

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】
ケ
ア
ハ
ウ
ス
ラ
ポ

ー
レ
東
千
田

他
５
７

鰐
淵
地
区

避
難
先
：海

田
町

【
一

時
集

結
所
】
鰐
淵
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
鰐
淵
小
学
校
、
お
茶
の
里
唐
川
館
、

猪
目
交
流
セ
ン
タ
ー

【
基

本
経

路
】

国
道
4
31
号
→

く
に
び
き
海
岸
道
路
→
国
道
９
号
→
国
道
2
61
号
→
国
道
1
91
号
→
国
道

54
号

【
避

難
退

域
時

検
査

候
補

地
】
浜
山
公
園

【
避

難
経

由
所
】
海
田
小
学
校

→
【
避
難
所
】
海
田
公
民
館

他
５

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】
海
田
町
福
祉
セ
ン

タ
ー

府
中
町

広
島
市

安
芸
太
田
町

安
芸
高
田
市

北
広
島
町

廿
日
市
市

大
竹
市

海
田
町

熊
野
町

坂
町

呉
市

江
田
島
市

【凡
例
】避

難
退
域
時
検
査
候
補
地

浜
山
公
園

湖
陵
総
合
公
園

出
雲
市
佐
田
行
政
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

道
の
駅
掛
合
の
里

道
の
駅
た
た
ら
ば
壱
番
地

1 2 3 4 5

鵜
鷺
・
国
富
・
高
浜
・
遙
堪
・
鰐
淵
地
区
の
避
難
ル
ー
ト

1
6



（
1

1
）

1
7

鳶
巣
地
区

避
難
先
：府

中
町

【
一
時
集
結
所
】
鳶
巣
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
県
立
大
学
出
雲
キ
ャ
ン
パ
ス
、

出
雲
北
陵
高
校

【
基
本
経
路
】

国
道
4
31
号
→

く
に
び
き
海
岸
道
路
→
国
道
９
号
→
国
道
2
61
号
→
国
道

1
91
号
→
国
道

54
号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地

】
浜
山
公
園

【
避
難
経
由
所
】
く
す
の
き
プ
ラ
ザ

他
２

→
【
避
難
所
】
府
中
町
立
体
育
館

他
２

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】

く
す
の
き
プ
ラ
ザ

小
ア
リ
ー
ナ

他
１

高
松
地
区

避
難
先
：呉

市
【
一

時
集

結
所
】
高
松
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
高
松
小
学
校
、
浜
山
中
学
校

【
基

本
経

路
】

国
道

９
号
→
江
津
道
路
→
浜
田
道
路
→
中
国
自
動
車
道
→
広
島
自
動
車
道
→

山
陽
自
動
車
道

【
避

難
退

域
時

検
査

候
補

地
】
湖
陵
総
合
公
園

【
避
難
経
由
所
】
呉
市
体
育
館

→
【
避
難
所
】
呉
市
立
原
小
学
校

他
１
９

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】
阿
賀
ま
ち
づ
く
り

セ
ン
タ
ー

他
４

直
江
地
区

避
難
先
：北

広
島
町

【
一
時
集
結
所

】
直
江
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
斐
川
西
中
学
校
、
中
部
小
学
校

【
基
本
経
路

】
国
道
９
号

→
国
道
2
61
号
→
国
道
1
91
号
ま
た

は
国
道

43
3号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地

】
湖
陵
総
合
公
園

【
避
難
経
由
所

】
ふ
れ
あ
い
公
園
豊
平
ど
ん
ぐ

り
村

他
３

→
【
避
難
所

】
と
よ
ひ
ら
ウ
イ
ン
グ

他
３

→
【
広
域
福
祉
避
難
所

】
大
朝
保
健
セ
ン
タ

ー
他
３

四
絡
・川

跡
地
区

避
難
先
：広

島
市

【
一
時
集
結
所

】
〔
四
絡
〕

四
絡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
四
絡
小
学
校
、
第
三
中
学
校
、

出
雲
ド
ー
ム

〔
川
跡
〕

川
跡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
さ
ん
ぴ

ー
の
出
雲
、
川
跡
幼
稚
園
、

北
陽
小
学
校

【
基
本
経
路

】
国
道
９
号

→
国
道
2
61
号
→
国
道
1
91
号
ま
た

は
国
道

43
3号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地

】
湖
陵
総
合
公
園

【
避
難
経
由
所

】
福
木
公
園

他
２
２

→
【
避
難
所

】
三
入
公
民
館

他
９
５

→
【
広
域
福
祉
避
難
所

】
ケ
ア
ハ
ウ
ス
ラ
ポ

ー
レ
東
千
田

他
５
７

府
中
町

広
島
市

安
芸
太
田
町

安
芸
高
田
市

北
広
島
町

廿
日
市
市

大
竹
市

海
田
町

熊
野
町

坂
町

呉
市

江
田
島
市

【凡
例
】避

難
退
域
時
検
査
候
補
地

浜
山
公
園

湖
陵
総
合
公
園

出
雲
市
佐
田
行
政
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

道
の
駅
掛
合
の
里

道
の
駅
た
た
ら
ば
壱
番
地

1 2 3 4 5

鳶
巣
・
高
松
・
直
江
・
四
絡
・
川
跡
地
区
の
避
難
ル
ー
ト

1
7



（
1

2
）

1
8

久
木
地
区

避
難
先
：安

芸
高
田
市

【
一
時
集
結
所

】
久
木
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、

Ｊ
Ａ
し
ま
ね
ひ
か
わ
営
農
総
合
セ
ン
タ
ー

【
基
本
経
路

】
県
道
2
6号

→
国
道
54
号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地

】
道
の
駅
掛
合
の

里
【
避
難
経
由
所

】
吉
田
運
動
公
園

→
【
避
難
所

】
ク
リ
ス
タ
ル
ア
ー
ジ
ョ

他
３

→
【
広
域
福
祉
避
難
所

】
吉
田
生
活
改
善
セ

ン
タ
ー

他
３

伊
波
野
・出

西
・大

津
地
区

避
難
先
：広

島
市

【
一
時
集
結
所

】
〔
伊
波
野

〕
伊
波
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
ア
ク
テ
ィ
ー
ひ
か
わ
、
西
野
小
学
校

〔
出
西
〕

出
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

、
出
西
保
育
園
、
企
業
化
支
援
セ
ン
タ
ー

〔
大
津
〕

大
津
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

、
大
津
小
学
校
、
第
一
中
学
校
、
出
雲
商

業
高
校
、
出
雲
中
央
図
書
館

【
基
本
経
路

】
県
道
2
6号

→
国
道
54
号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地

】
道
の
駅
掛
合
の

里
【
避
難
経
由
所

】
井
口
台
公
園

他
１
７

→
【
避
難
所

】
三
入
公
民
館

他
９
５

→
【
広
域
福
祉
避
難
所

】
ケ
ア
ハ
ウ
ス
ラ
ポ

ー
レ
東
千
田

他
５
７

上
津
地
区

避
難
先
：熊

野
町

【
一
時
集
結
所

】
上
津
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
上
津
小
学
校

【
基
本
経
路

】
県
道
2
6号

→
国
道
54
号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地

】
道
の
駅
掛
合
の

里
【
避
難
経
由
所

】
熊
野
町
民
体
育
館
・
熊
野
町

民
グ
ラ
ン
ド

→
【
避
難
所

】
熊
野
第
一
小
学
校
体
育
館

他
１
２

→
【
広
域
福
祉
避
難
所

】
熊
野
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

他
１

府
中
町

広
島
市

安
芸
太
田
町

安
芸
高
田
市

北
広
島
町

廿
日
市
市

大
竹
市

海
田
町

熊
野
町

坂
町

呉
市

江
田
島
市

【凡
例
】
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地

浜
山
公
園

湖
陵
総
合
公
園

出
雲
市
佐
田
行
政
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

道
の
駅
掛
合
の
里

道
の
駅
た
た
ら
ば
壱
番
地

1 2 3 4 5

今
市
地
区

避
難
先
：廿

日
市
市

【
一
時
集
結
所

】
今
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
今
市
小
学
校
、
出
雲
科
学
館
、

ビ
ッ
グ
ハ
ー
ト
出
雲

【
基
本
経
路

】
国
道
９
号

→
国
道
2
61
号
→
国
道
1
91
号
ま
た

は
国
道

43
3号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地

】
湖
陵
総
合
公
園

【
避
難
経
由
所

】
も
み
の
き
森
林
公
園

他
４

→
【
避
難
所

】
吉
和
市
民
セ
ン
タ
ー

他
２

１
→
【
広
域
福
祉
避
難
所

】
廿
日
市
市
総
合
健

康
福
祉
セ
ン
タ
ー

他
３

今
市
・
久
木
・
伊
波
野
・
出
西
・
大
津
・
上
津
地
区
の
避
難
ル
ー
ト

1
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（
1

3
）

1
9

阿
宮
地
区

避
難
先
：安

芸
太
田
町

【
一
時
集
結
所
】
阿
宮
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

【
基
本
経
路
】
県
道
2
6号

→
松
江
自
動
車
道
→
中
国
自
動
車
道
→
国
道

1
86
号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地

】
道
の
駅
た
た
ら
ば
壱
番
地

【
避
難
経
由
所
】
加
計
体
育
館

他
１

→
【
避
難
所
】
殿
賀
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

他
７

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】

川
・
森
・
文
化
・

交
流
セ
ン
タ
ー

他
１

塩
冶
地
区

避
難
先
：呉

市
【
一
時
集
結
所
】
塩
冶
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
出
雲
市
民
会
館
、
出
雲
工
業
高
校
、

第
二
中
学
校
、
塩
冶
小
学
校

【
基
本
経
路
】
国
道
1
84
号
→

国
道
5
4号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地

】
出
雲
市
佐
田
行

政
セ
ン
タ
ー

【
避
難
経
由
所
】
呉
市
総
合
体
育
館

→
【
避
難
所
】
呉
市
立
和
庄
小
学
校

他
２

８
→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】

昭
和
ま
ち
づ
く
り

セ
ン
タ
ー

他
２

朝
山
地
区

避
難
先
：大

竹
市

【
一
時
集
結
所
】
朝
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
み
な
み
小
学
校
、
南
中
学
校

【
基
本
経
路
】
国
道
1
84
号
→

国
道
5
4号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地

】
出
雲
市
佐
田
行

政
セ
ン
タ
ー

【
避
難
経
由
所
】
大
竹
市
役
所

→
【
避
難
所
】
大
竹
市
総
合
市
民
会
館

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】

サ
ン
ト
ピ
ア
大
竹

府
中
町

広
島
市

安
芸
太
田
町

安
芸
高
田
市

北
広
島
町

廿
日
市
市

大
竹
市

海
田
町

熊
野
町

坂
町

呉
市

江
田
島
市

【凡
例
】避

難
退
域
時
検
査
候
補
地

浜
山
公
園

湖
陵
総
合
公
園

出
雲
市
佐
田
行
政
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

道
の
駅
掛
合
の
里

道
の
駅
た
た
ら
ば
壱
番
地

1 2 3 4 5

稗
原
地
区

避
難
先
：坂

町
【
一
時
集
結
所
】
稗
原
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
稗
原
小
学
校
、
稗
原
交
流
セ
ン
タ
ー

【
基
本
経
路
】
県
道
5
1号

→
国
道
54
号

【
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地

】
道
の
駅
掛
合
の

里
【
避
難
経
由
所
】
坂
町
北
新
地
グ
ラ
ウ
ン
ド

→
【
避
難
所
】
町
民
交
流
セ
ン
タ
ー

(
Su
ns
ta
r

Ha
ll
)

他
２

→
【
広
域
福
祉
避
難
所
】

坂
町
保
健
セ
ン
タ

ー
他
１

稗
原
・
阿
宮
・
塩
冶
・
朝
山
地
区
の
避
難
ル
ー
ト

1
9



（
1

4
）
住
民
へ
の
広
報
手
段

2
0

１
．
報
道
機
関

①
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ

２
．
自
治
体
（
出
雲
市
）

①
防
災
行
政
無
線
（
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
、
戸
別
受
信
機
）

②
緊
急
速
報
メ
ー
ル
（
エ
リ
ア
メ
ー
ル
）

③
い
ず
も
防
災
メ
ー
ル

④
ひ
ら
た

C
A

T
V
（
音
声
告
知
端
末
、
テ
ロ
ッ
プ
放
送
）

⑤
出
雲
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
（

L
字
放
送
）

⑥
エ
フ
エ
ム
い
ず
も

⑦
大
社
ご
縁
ネ
ッ
ト

⑧
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

⑨
S

N
S
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
）

⑩
市
広
報
車
に
よ
る
広
報

⑪
F
A

X
（
地
区
災
害
対
策
本
部
へ
の
主
な
情
報
伝
達
手
段
）



（
1

5
）
広
域
避
難
計
画
の
改
定

2
1

国
の
防
災
基
本
計
画
、
原
子
力
災
害
対
策
指
針
、
島
根
県
広

域
避
難
計
画
等
の
改
定
を
踏
ま
え
、
本
年
１
０
月
に
出
雲
市
の

広
域
避
難
計
画
を
改
定
し
ま
し
た
。

改
定
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
避
難
退
域
時
検
査
及
び
簡
易
除
染
の
実
施

住
民
等
が
広
域
避
難
す
る
過
程
で
行
う
避
難
退
域
時
検
査
及
び
簡
易

除
染
に
関
す
る
手
順
を
記
載

②
避
難
退
域
時
検
査
候
補
地
の
選
定
及
び
避
難
ル
ー
ト
の
見
直
し

避
難
退
域
時
検
査
候
補
地
の
選
定
と
、
そ
れ
に
伴
う
避
難
ル
ー
ト

の
見
直
し
内
容
を
反
映

③
安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
配
布
・
服
用

安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
配
布
方
法
や
備
蓄
場
所
等
を
記
載

④
一
時
集
結
所
の
見
直
し

バ
ス
等
で
避
難
さ
れ
る
方
の
集
合
場
所
で
あ
る
一
時
集
結
所
の
見
直
し



2
2

３
．
中
国
電
力
と
の
安
全
協
定
に
関
す
る
取
組

平
成
３
０
年
７
月
に
出
雲
市
、
安
来
市
及
び
雲
南
市
が
行
っ
た
立
地
自
治
体

と
同
様
の
安
全
協
定
の
締
結
を
求
め
る
申
し
入
れ
に
対
し
て
、
本
年
８
月
に
中

国
電
力
か
ら
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
回
答
を
踏
ま
え
、
安
全
協
定
運
営
要
綱
等
の
改
定
を
行
う
と
と
も
に
、

知
事
・
３
市
長
会
議
を
設
置
し
ま
し
た
。

◎
立
地
自
治
体
と
周
辺
自
治
体
と
の
安
全
協
定
の
相
違
点
及
び
中
国
電
力
の
回
答

立
地
自
治
体

周
辺
自
治
体

中
国
電
力
の
回
答

核
燃
料
物

質
等
の
輸

送
計
画
に

対
す
る
事

前
連
絡

・
年
間
の
輸
送
計
画

（
前
年
度
末
ま
で
）

・
輸
送
計
画
、
安
全
対
策

（
３
０
日
前
ま
で
）

・
上
記
の
確
定
連
絡
（
直
前
）

・
年
間
の
輸
送
計
画

（
前
年
度
末
ま
で
）

・
輸
送
計
画
、
安
全
対
策

（
３
０
日
前
ま
で
）

・
確
定
連
絡
（
直
前
）
の
規
定
な

し

立
地
自
治
体
と
同

様
な
情
報
連
絡
を

行
う
こ
と
と
し
た

い
。



2
3

３
．
中
国
電
力
と
の
安
全
協
定
に
関
す
る
取
組

立
地
自
治
体

周
辺
自
治
体

中
国
電
力
の
回
答

立
入
調
査

発
電
所
周
辺
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
は
、
職
員
を
発
電
所
に
立
入
調

査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

発
電
所
周
辺
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
は
、
職
員
に
発
電
所
を
現
地
確

認
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

周
辺
自
治
体
は
、
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
、
中
国
電
力
は
誠

意
を
も
っ
て
対
応
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
「
現

地
確
認
」
に
加
え
、

県
へ
「
立
入
調

査
」
の
実
施
を
要

請
い
た
だ
く
こ
と

と
し
た
い
。

適
切
な
措

置
の
要
求

立
入
調
査
の
結
果
、
周
辺
地
域

住
民
の
安
全
確
保
の
た
め
の
特
別

な
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
場
合
は
、
適
切
な
措
置

（
運
転
停
止
を
含
む
）
を
講
ず
る

こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

規
定
な
し

県
が
「
適
切
な
措

置
の
要
求
」
を
実

施
す
る
際
に
、
周

辺
３
市
の
意
見
を

聞
い
て
い
た
だ
く

こ
と
と
し
た
い
。

事
前
了
解

以
下
の
事
項
に
つ
い
て
、
事
前

に
了
解
を
得
る
こ
と
が
必
要

・
発
電
所
の
増
設
計
画
、
重
要
な

変
更
を
行
う
場
合

・
廃
止
措
置
計
画
、
同
計
画
の
重

要
な
変
更

以
下
の
事
項
に
つ
い
て
、
報
告

が
必
要

周
辺
自
治
体
は
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
、
中
国
電
力
は
誠
意

を
も
っ
て
対
応

・
発
電
所
の
増
設
計
画
、
重
要
な

変
更
を
行
う
場
合

・
廃
止
措
置
計
画
、
同
計
画
の
重

要
な
変
更

見
直
す
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

県
が
重
要
な
判
断

を
行
う
に
あ
た
っ

て
、
県
が
周
辺
３

市
の
意
見
を
聞
く

た
め
の
会
議
を
設

置
い
た
だ
き
た
い
。



2
4

４
．
今
後
の
対
応

（
３
）
島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
機
の
再
稼
働
に
つ
い
て
は
、
国

や
中
国
電
力
か
ら
の
安
全
性
や
必
要
性
、
住
民
の
避
難
対
策

等
の
説
明
を
受
け
、
そ
し
て
住
民
説
明
会
を
は
じ
め
、
市
議

会
、
原
子
力
発
電
所
環
境
安
全
対
策
協
議
会
、
原
子
力
安
全

顧
問
等
の
意
見
を
踏
ま
え
、
総
合
的
に
判
断
し
ま
す
。

（
１
）
中
国
電
力
と
の
安
全
協
定
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
立
地

自
治
体
と
同
様
の
安
全
協
定
の
締
結
を
求
め
て
い
き
ま
す
。

（
２
）
広
域
避
難
計
画
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
防
災
訓
練
等
を
通

じ
て
行
政
の
対
応
能
力
の
向
上
や
避
難
先
自
治
体
と
の
連

携
強
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
広
報
、
学
習
会
等
を
繰
り
返

し
行
う
こ
と
に
よ
り
住
民
周
知
を
図
り
、
実
効
性
を
高
め
て

い
き
ま
す
。
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